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令和６年12月４日（水曜日）

午前９時57分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 令和６年度宮崎県一般会計補正

予算（第７号）

○議案第５号 警察関係使用料及び手数料徴収

条例の一部を改正する条例

○議案第18号 公の施設の指定管理者の指定に

ついて

○議案第19号 公の施設の指定管理者の指定に

ついて

○議案第20号 公の施設の指定管理者の指定に

ついて

○議案第23号 令和６年度宮崎県一般会計補正

予算（第８号）

○議案第26号 令和６年度宮崎県育英資金特別

会計補正予算（第１号）

○議案第27号 令和６年度宮崎県公営企業会計

（ ） （ ）電気事業 補正予算 第２号

○議案第28号 令和６年度宮崎県公営企業会計

工業用水道事業 補正予算 第（ ） （

１号）

○議案第29号 令和６年度宮崎県公営企業会計

（地域振興事業）補正予算（第

１号）

○議案第32号 市町村立学校職員の給与等に関

する条例の一部を改正する条例

○請願第12号 宮崎県下の公立小中学校の教育

条件改善を求める請願

○報告事項

・損害賠償額を定めたことについて

○その他報告事項

・都城警察署庁舎の建て替えについて

・令和６年度各事業の上半期の状況について

・宮崎県高等学校教育整備基本方針の改定（素

案）について

・県立高校就職内定状況について

○閉会中の継続審査について

出席委員（７人）

委 員 長 重 松 幸次郎

副 委 員 長 下 沖 篤 史

委 員 二 見 康 之

委 員 武 田 浩 一

委 員 福 田 新 一

委 員 前屋敷 恵 美

委 員 図 師 博 規

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

警察本部

警 察 本 部 長 平 居 秀 一

警 務 部 長 奈 良 文 代

警務部参事官兼
河 野 博 之

首 席 監 察 官

生 活 安 全 部 長 山 﨑 猛

刑 事 部 長 久留米 英 樹

交 通 部 長 黒 瀬 信太郎

警 備 部 長 湯 浅 晴 之

生 活 安 全 部
梅 原 守

サイバー戦略局長

警務部参事官兼
川 越 直 海

会 計 課 長

警務部参事官兼
甲 斐 義 勝

警 務 課 長

総 合 管 理 課 長 橋 本 功 次

生活安全部参事官兼
水 口 圭 二

生活安全少年課長
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総 務 課 長 田 中 宏 光

生 活 環 境 課 長 佐 藤 和 利

交 通 規 制 課 長 阪 本 哲 司

運 転 免 許 課 長 池 田 健 二

企業局

企 業 局 長 松 浦 直 康

副 局 長
児 玉 浩 明

（ 総 括 ）

副 局 長
小 牧 利 一

（ 技 術 ）

技 監 宮 田 晃 尚

総 務 課 長 小 川 智 巳

経 営 企 画 室 長 西 本 修 一

工 務 管 理 課 長 小 野 一 彦

施 設 保 全 課 長 山 元 孝 訓

発 電 設 備 課 長 松 生 晃

総 合 制 御 課 長 安 藤 忠

教育委員会

教 育 長 黒 木 淳一郎

副 教 育 長 大 東 収

教 育 次 長
吉 玉 拓

（教育政策担当）

教 育 次 長
北 林 克 彦

（教育振興担当）

教 育 政 策 課 長 佐 藤 雅 宏

財 務 福 利 課 長 畑 中 道 一

育 英 資 金 室 長 上 田 浩 司

高 校 教 育 課 長 間 曽 妙 子

義 務 教 育 課 長 田 中 幸 一

特別支援教育課長 山之口 義 弘

教 職 員 課 長 菊 池 武 司

参事兼生涯学習課長 猪 野 貴 一

スポーツ振興課長 田 中 裕 久

参事兼文化財課長 長 友 由美子

人権同和教育課長 川 越 政 紀

図 書 館 長 平 山 文 春

美 術 館 副 館 長 梅 田 一 明

総 合 博 物 館 長 松 野 義 直

事務局職員出席者

議 事 課 主 事 黒 木 燿一朗

政策調査課主任主事 岩 倉 有 希

文教警察企業常任委員会を開会○重松委員長

いたします。

まず、本日の委員会の日程について御覧のと

おりでありますが、御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○重松委員長

します。

次に、議案第32号「市町村立学校職員の給与

等に関する条例の一部を改正する条例」に対す

る人事委員会の意見についてであります。

お手元に配付してある資料を御覧ください。

これは、地方公務員法第５条第２項の規定に

基づき、人事委員会の意見を聞いた回答であり

ますので、参考にお配りしております。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前９時59分休憩

午前10時01分再開

委員会を再開いたします。○重松委員長

それでは、本委員会に付託されました議案等

について、警察本部長に概要説明を求めます。

委員の皆様には、平素から○平居警察本部長

警察の運営に関しまして、深い御理解と御協力

を賜っておりまして、まずは厚く御礼を申し上

げます。
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令和６年12月４日(水)

本日は御審議いただきます議案が２件、報告

、 。事項が１件 その他報告事項が１件ございます

まず、議案については、１件目が議案第23号

「 （ ）」令和６年度宮崎県一般会計補正予算 第８号

のうち公安委員会に係るものであります。

２件目が議案第５号「警察関係使用料及び手

数料徴収条例の一部を改正する条例」でありま

す。

次に、報告事項につきましては、損害賠償額

を定めたことについてであります。

その他報告事項については、都城警察署庁舎

の建て替えについてであります。それぞれ担当

部長から説明させますので、よろしくお願いい

たします。

次に、議案に関する説明を求め○重松委員長

ます。

なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

それでは、議案第23号「令和○奈良警務部長

６年度宮崎県一般会計補正予算（第８号 」公安）

委員会関係について御説明します。

資料３～４ページにあります歳出予算説明資

料を御覧ください。

これは、人事委員会勧告に基づく職員の給与

改定に伴う人件費の補正となります。給与改定

に伴い必要となる人件費の所要額を計上してお

り、補正額の総額は７億3,343万4,000円となり

ます。

内訳につきましては、職員の人件費が６

億6,350万6,000円、会計年度任用職員の人件費

が6,992万8,000円となっております。

議案第５号「警察関係使用料○黒瀬交通部長

及び手数料徴収条例の一部を改正する条例」に

ついて御説明いたします。

資料５ページを御覧ください。

今回の改正につきましては、道路交通法の一

部を改正する法律の施行等に伴い、マイナンバ

ーカードと運転免許証の一体化による事務手数

料が新設され、また、そのほかの免許関係事務

手数料の額が見直されたことから、警察関係使

用料及び手数料徴収条例の一部を改正する必要

が生じたものであります。

それでは、手数料の改正の概要について御説

明いたします。

１のマイナンバーカードと運転免許証の一体

化に関する手数料の新設であります。マイナン

バーカードと運転免許証の一体化の運用開始に

伴い、免許の新規取得や更新時等のマイナ免許

証に係る手数料、オンライン講習を受講する際

の手数料、マイナンバーカードのＩＣチップへ

の免許情報の記録手数料、運転経歴情報を書き

込む際の手数料を新設するものです。

次に、２の現行手数料の見直しであります。

運転免許関係の手数料につきましては、地方分

権推進計画において 「法令において定める手数、

料の金額の標準については、経済情勢等を鑑み

適切なものとなるよう原則として３年ごとにそ

の金額について見直すこととする」とされてお

り、前回の定期改定以降の物件費や人件費の変

動に基づき、政令で定める運転免許関係等手数

料の標準額が改定されたため、手数料を改定す

るものであります。

それでは、手数料の主な改正内容を御説明い

たします。

資料６ページ、手数料改正の概要を御覧くだ

さい。

新規免許取得時の免許証の交付手数料につき

ましては、現行の免許証のみの場合は、2,050円

から2,350円に増額、マイナ免許証のみの場合

は1,550円であり マイナ免許証のみのほうが800、
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円安くなります。

また、免許証及びマイナ免許証の双方を保有

する場合は2,450円で、改正後の免許証のみの交

。付手数料2,350円に100円加算した額となります

免許更新時の手数料につきましては、現行の

免許証のみの場合は、2,500円から2,850円に増

額、マイナ免許証のみの場合は2,100円であり、

マイナ免許証のみのほうが750円安くなります。

また、免許証及びマイナ免許証のいずれも保

有する場合は2,950円で、改正後の免許証のみの

更新手数料2,850円に100円加算した額となりま

す。

更新時講習の手数料につきましては、現行の

手数料は、優良講習は500円、一般講習は800円

であり、改正後も同額となりますが、オンライ

ン講習は優良講習、一般講習とも200円となり、

従来の対面講習に比べ安くなります。このオン

、 。ライン講習は 優良講習及び一般講習のみです

なお、違反講習の対面講習は1,350円から1,400

円に増額となります。

続きまして、資料７～８ページの、その他の

主な手数料改正の概要を御覧ください。

表の一番右側の増減の欄に記載のとおり、今

回の手数料の改正により増額になるもの、減額

になるものがあります。増額となる理由は、手

数料の積算の基礎となる物件費及び人件費の単

価が増額となったことなどによるものでありま

す。

また、減額となる理由は、事務手続がシステ

ムで一部自動化されたことに伴い、処理時間が

短縮されたことにより、人件費が減額になった

ものであります。なお、手数料の額につきまし

ては、政令で定められた標準額と同額でありま

す。

それでは、手数料が新設されるマイナンバー

カードと運転免許証の一体化の概要について御

説明いたします。

資料９ページを御覧ください。

マイナンバーカードと運転免許証の一体化に

つきましては、マイナンバーカードのＩＣチッ

プに有効期間の末日、条件、免許の種類等の免

許情報を書き込むことで、マイナンバーカード

を運転免許証として使用できるようになるもの

であり、国が推進するデジタル社会の実現に向

けた重点計画において、マイナンバーカードの

普及や利用促進の施策として令和７年３月24日

から全国一斉に運用開始予定であります。

なお、運用開始後は、運転免許証が従来の免

許証と免許情報が書き込まれたマイナンバーカ

ード マイナ免許証の２種類になりますが、─

御本人の希望により、これらのどちらか一方を

所持することも、両方を所持することも可能で

あります。マイナ免許証を保有する主なメリッ

トとしましては、住所や氏名を変更する際にワ

ンストップサービスが受けられることでありま

す。

資料10ページを御覧ください。

左の図に示しているとおり、現行は住所、氏

名を変更する場合、市町村役場及び警察にそれ

、ぞれ出向いて変更手続をする必要がありますが

、マイナ免許証のみを保有している方については

右の図のとおり、事前に運転免許センター等で

、住所等の情報提供に同意する手続を行うことで

市町村役場で変更手続をするだけでよくなり、

運転免許センター等での変更手続は不要になり

ます。

次に、免許更新時にオンライン講習を受講で

きることであります。

資料11ページ、上の段②オンライン講習を御

覧ください。
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免許更新の対象となる方に対し、公安委員会

から事前に更新連絡書を郵送し、更新手続期間

や講習区分等を御案内していますが、マイナ免

許証を保有している方で、講習区分が優良講習

及び一般講習の対象となる方につきましては、

更新手続期間の都合のよい時間帯に個人所有の

パソコンやスマートフォンで、自宅等において

免許更新時の講習をオンラインで受講すること

ができます。

あらかじめオンライン講習を受講しておくこ

とで、免許センター等で更新手続を行う際、対

面講習の受講が不要となるとともに、対面講習

に比べ手数料が安価になることから、免許更新

をする方の負担が軽減されます。

そのほか、下の段の③運転経歴情報の記録の

とおり、免許証の自主返納等に際し、申請によ

り交付する運転経歴証明書の運転経歴情報をマ

イナンバーカードに記載することも可能になり

ます。

最後に、本条例に関する政令の施行日は、令

和７年３月24日であります。

執行部の説明が終了しました。○重松委員長

議案について質疑はございませんか。

免許証とマイナンバーカードの一○武田委員

体化について、２枚のカードが１枚になるので

楽だなと思っているけれども、両方持つことが

できるというのは、どういう根拠になっている

のでしょうか。

現在、予想されておる２枚持○黒瀬交通部長

つ方は、例えば、外国で運転されるときに免許

証の方が必要となることや、マイナ免許証をな

くしてしまったときに、運転免許証を別に持っ

ていれば、その期間はその運転免許証を持って

運転ができるということ等で 多少なりのメリッ、

トがあると考えております。

移行期間でそうされているのかも○武田委員

しれませんけれども、これからデジタル化して

いくためにも、すっきりした方が良いと思いま

す。

、○平居警察本部長 補足させていただきますと

免許証とマイナンバーカードを一体化するかど

うかは自由です。一体化しなければ全てが今の

ままということになります。

一体化について様々な懸念を有しておられる

方は、もう一体化について何もやらない選択を

することが可能となります。

マイナンバーカードを持っていな○武田委員

い方、または運転免許証が欲しい方は、運転免

許証をこれまでどおり使うということはいいと

思うんですけれども、２枚持つ必要があるのか

なと思う。国の方針として決めたほうが、これ

からデジタル化を進めていく上で、分かりやす

いかなと思ったところでした。

マイナ一体化は、したい人○平居警察本部長

はするということでありまして、するかどうか

は完全に自由というのが、この制度の大前提で

あります。今、一体化するということは、一体

化したい人がするという考えでありますので、

一体化に懸念がある人はやらないということに

なります。

一体化したい人はすればいい、一○武田委員

体化しているのに、別に免許証を持つことがで

きることが……。

一体化した場合は、もうマ○平居警察本部長

、イナンバーカードだけにすることもできますし

一体化した上で運転免許証を持つこともできま

す。

そこは理解した上で、移行期間な○武田委員

ので国もそうやっているんでしょうけれども、

これからデジタル化進めていく上で、どちか選
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択できるわけですから、個人的にはダブルで持

つ必要はないのかなと思ったところでした。

銀行やネットバンクとかで顔○下沖副委員長

写真付きの身分証を出してくれと言われるんで

すけれども、免許証とマイナンバーカードを一

体化した場合に、この運転経歴情報の記録の発

行は、身分証明になるのでしょうか。

運転経歴証明書が身分証明と○黒瀬交通部長

なるかという質問でよろしいでしょうか。運転

経歴証明書につきましても、身元を明かす身分

証明として扱われることになります。

銀行とかで免許証提示とかを○下沖副委員長

求められるときには、この経歴書を発行すれば

その代わりになる。マイナンバーカードは金融

機関とかでは情報を引き出せないので、身分証

明書が必要になるんですけれども、それに使え

るということでしょうか。

運転経歴証明書と申しますの○黒瀬交通部長

は、見た目は免許証と同じような形で写真等も

貼ってございます。それを銀行等で示していた

だければ、身分証明書として扱いができること

になっております。

オンライン講習なんですけれ○下沖副委員長

ども、支払い方法はどうなるんですか。

、○黒瀬交通部長 オンライン講習を終了した後

今度は運転免許センター等に行きます。そこで

適正検査とか視力検査とか、そういった手続等

をしていただき、手数料につきましては、その

ときに支払うことを想定しております。

講習をオンラインで受けられ○下沖副委員長

るだけで、実際に免許センターに行かないとい

けないということで、手間はあまり変わらない

形でしょうか。

そのとおりでございます。自○黒瀬交通部長

、宅等でオンライン講習を受けた場合であっても

最終的には運転免許センターや警察署に足を運

んでいただきまして、そちらのほうで一定の手

続を取っていただくことになります。

資料６ページの手数料に関して○前屋敷委員

なんですけれども、通常の運転免許証とマイナ

免許証の場合に金額に差があります。マイナ免

許証の場合は経費がかからないから、安くなる

ということなんですか。

免許証のみを発行いたします○黒瀬交通部長

と、まずは免許証のカードの台紙、新たに印刷

する費用、人件費もかかってまいります。

一方、マイナ免許証のみとなりますと、マイ

、ナンバーカードのＩＣチップに運転記録を入力

記録する作業だけで済みますので、台紙、印刷

費、人件費が省けるために、金額の差が生じて

おります。

マイナンバーカードを作るときに○福田委員

費用がかかりますよね。

マイナンバーカードにつきま○黒瀬交通部長

しては市町村で発行しておりますので、既に手

数料的なものは納めいただいております。警察

が免許証の情報を入力するときは、データを打

ち込むだけですので、改めて紙代など手数料は

頂かないため、この額となっております。

ほかございますか。○重松委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

、 。それでは 報告事項に関する説明を求めます

なお、委員の質疑は執行部の説明が終了した

後にお願いいたします。

それでは、損害賠償額を定め○奈良警務部長

てことについて御報告いたします。

資料12ページを御覧ください。

、 、今回 御報告させていただく損害賠償事案は

県有車両による交通事故４件、その他の事故２

件の合計６件になります。一覧表の上から順に
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説明します。

１件目の県有車両による事故について説明し

ます。この事故につきましては、高岡警察署の

警察官が令和６年５月24日午前５時55分頃、国

、道10号で発生した故障車両事案の対応を終了し

公用車を運転して現場を離れる際、公用車前方

の路上に置かれていた相手方の三角停止表示板

に気づかないまま発信し、同三角停止表示板に

車体を接触させ破損させたものです。

事故の原因につきましては、当該職員の安全

不確認の過失によるもので、過失割合は県側

が100％、相手方がゼロ％になっております。こ

の事故の物件損害賠償につきましては、代替品

の購入費として4,257円を県が加入する任意保険

から支出しております。公用車につきましては

損傷はなく修理は行っておりません。

次に、２件目の県有車両による事故について

説明します。この事故につきましては、延岡警

察署の警察行政職員が、令和６年５月24日午前

９時35分頃、住宅街のＴ字路交差点において運

転する公用車を方向転換させるために後退した

際、ハンドル操作を誤り、相手方民家の外壁に

車体を接触させ破損させたものです。

事故の原因につきましては、当該職員の運転

操作不適の過失によるもので、過失割合は県側

が100％、相手方がゼロ％になっております。こ

の事故の物件損害賠償につきましては、外壁の

修理費として13万6,400円を県が加入する任意保

険から支出しております。公用車につきまして

は損傷はなく修理は行っておりません。

次に、３件目の借上げ車両の交通事故につい

て説明します。この事故につきましては、都城

警察署の警察官が 令和６年５月29日午後３時30、

分頃、出張先において借り上げたレンタカーを

運転し、一般民家の敷地出入口で方向転換のた

め後退した際、出入口に設置の縁石にレンタカ

ーを接触させ車体を破損させたもので、レンタ

カー会社との賃貸借契約に基づきレンタカー修

理期間中の営業補償費を支払ったものです。

事故の原因につきましては、当該職員の安全

不確認による過失によるもので、過失割合は県

側が100％、相手方がゼロ％になっております。

この事故の損害賠償につきましては、営業補償

費として２万円を県費から支出しております。

接触した縁石の修理は必要ありませんでした。

次に、４件目の県有車両による交通事故につ

いて説明します。この事故につきましては、日

向警察署の警察官が、令和６年６月19日午前７

時15分頃、公用車を運転して住宅街を走行中、

進行方向の右前方に集団登校する小学生を認め

たことから、児童らを避けるため公用車を道路

左側に寄せたところ、左前方に設置のブロック

仕切りに車体を接触させ破損させたものです。

事故の原因につきましては、当該職員の前方

不注意の過失によるもので、過失割合は県側

が100％、相手方がゼロ％になっております。こ

の事故の物件損害賠償につきましては、ブロッ

ク仕切りの修理費として、５万2,800円を県が加

入する任意保険から支出しております。公用車

につきましては、フロントバンパーの修理費と

して３万6,333円を県費から支出しております。

、 。次に ５件目の物件事故について説明します

この事故につきましては、日向警察署の警察官

が、令和６年６月23日午後６時15分頃、門川町

内の空き地において停車させた相手方車両の車

内検査を実施中に、助手席側リアドアを閉めた

際、当該職員の左腰に装着していた警棒がドア

、 。に接触し ドアの縁部分を破損させたものです

事故の原因につきましては、当該職員の安全

不確認の過失によるもので過失割合は県側が100
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％、相手方がゼロ％になっております。

この事故の物件損害賠償につきましては、車

両修理費として12万5,017円を県費から支出して

おります。

最後に、６件目の県有車両による交通事故に

ついて説明します。この事故につきましては、

宮崎南警察署の警察官が、令和６年６月27日午

後５時頃、警察署駐車場において運転する公用

、 、車を駐車枠に駐車する際 ハンドル操作を誤り

駐車枠の隣に無人駐車中の相手方車両に車体を

接触させ破損させたものです。

事故の原因につきましては、当該職員の運転

操作不適の過失によるもので、過失割合は県側

が100％、相手方がゼロ％になっています。この

事故の物件損害賠償につきましては、相手方車

両の修理費として９万9,450円を県が加入する任

意保険から支出しております。公用車につきま

しては損傷はなく修理は行っておりません。

県警では、引き続き交通事故防止を含めた各

種事故防止対策に取り組み、再発防止に努めて

まいります。

執行部の説明が終了しました。○重松委員長

報告事項について質疑はございませんか。

最初の案件ですけれども、免許講○二見委員

習時に車に乗る前に車の前後を見て、それから

反対側を確認してから乗るように、受講して免

許取得に至ったわけです。実社会でそれらを実

施している人というのは、あまり見かけること

はないです。

今回、前方確認をしていれば事故が起こらな

かったということになるのでしょうか。

委員御指摘のとおり、安全○河野首席監察官

確認の不足でございます。

補足して説明させていただきたいんですけれ

ども 令和５年中の公用車事故第一当事者に限っ、

て92件を分析しますと、90％が車両単独の物損

事故、その原因が安全不確認ということを私た

ちも把握しておりまして、常々安全確認の徹底

を指導しておるところでございます。

本当にしっかりやれば問題ないん○二見委員

だろうけれども、実生活の中で実施するという

のは、一般の人たちも含めてなかなか難しいだ

ろうな思います。

、 、あと この警察車両の事故が起こった場合は

保険適用されるわけなんですけれども、必ず事

故処理班が来て、そこで事故証明を出して手続

をするということでしょうか。最初の案件は事

故処理後に帰ろうとしたときに、事故していま

すが、そのような場合も、自分たちで証明を書

くことになるんでしょうか。

警察の公用車の事故につき○河野首席監察官

ましても、一般の事故と同様に交通事故処理を

しまして、適正な処理で進められております。

、○二見委員 事故処理班の人が起こした事故は

。自分たちで証明するということになるんですか

警察署の交通事故を担当する○黒瀬交通部長

警察署員が帰り際に事故を起こした場合には、

当人ではなく、別の交通課の職員がその現場に

参りまして、しっかりと適正な処理をいたしま

す。

警察内でも、事故は起こることは○武田委員

あるんでしょうけれども、個人的な処分とか、

そもそも処分されるでしょうか。

あと、公用車の事故の発生状況は、年々減っ

ているのか分かれば教えてください。

１点目の処分につきまして○河野首席監察官

は、必要な措置をそれぞれ講じておりますけれ

ども、どういった内容の処分かは差し控えさせ

ていただきます。

それと２点目の公用車の事故の発生状況につ
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きましては、令和５年は公用車の交通事故総数

。 、 、は108件です 令和４年は91件 令和３年は85件

令和２年は88件と推移していますけれども、令

和５年は若干多い数字となっております。今年

もまだ途中ですけれども、令和５年と同数の推

移で発生しております。

個人で注意すれば未然に防げたこ○武田委員

とが、多々あっただろうなと思っておりますの

で、警察本部から指導していただいて、事故が

できるだけ発生しなようにしていただきたいと

思っています。よろしくお願いします。

５番目の件は、ドアを閉めるとき○二見委員

に警棒が接触したという説明だったと思うんで

、 、すけれども 結構な損害額になっている理由は

高級車だったんですか。

相手方の車両は高級車かど○河野首席監察官

うか別として、トヨタクラウンでございます。

車に愛着のある方で、念入りな修理をされてこ

の金額になったと理解しております。

車両修理費は、保険適用の額では○二見委員

なく、相手方が実際に支払った費用になるとい

うことですか。

修理費12万5,017円の内訳は○河野首席監察官

塗装、部品交換などの修理費が10万5,017円であ

りまして、さらに修理中の代車を借りたので、

その代車料２万円となっております。

修理内容の確認とかは、こういう○二見委員

場合はするものなんですか。

相手方が示した見積書を頂○河野首席監察官

いて、それが適正なものかどうかをディーラー

に確認しております。

先ほど事故件数を伺いながら思っ○二見委員

たんですけれども、議会は４回定例会があり、

そのときの数と比べると損害賠償を定めた件数

は少ない感じがしたんです。あくまでも損害賠

償を定めたものだけを報告事項としているわけ

で、損害賠償が生じていない案件が結構あると

いうことなんでしょうか。

御指摘のとおりでございま○河野首席監察官

す。

４番目の物損事故の件で、損害賠○福田委員

償額が５万2,800円とあるんですけれども、説明

の中で、もう一つ金額を言われましたが、何で

しょうか。

それは恐らく公用車の修理○河野首席監察官

費３万6,333円になります。

先ほど、５番目の12万5,000円には○福田委員

代車を借りた分もお金が含まれていたので、そ

の３万円というのはそこに記載されなかったの

は、なぜかなと思ったんです。

公用車の修理費は県費で支○河野首席監察官

出したということです。

暫時休憩いたします。○重松委員長

午前10時42分休憩

午前10時43分再開

委員会を再開いたします。○重松委員長

本日の委員会に３名の傍聴の申出がありまし

たので、これを認めることといたしました。

傍聴をされる方にお願いいたします。傍聴人

は受付の際にお渡ししました傍聴人の守るべき

事項にありますとおり、声を出したり拍手をし

たりすることはできません。当委員会の審査を

円滑に進めるため、静かに傍聴してください。

また、傍聴に関する指示には速やかに従ってい

ただくようにお願いいたします。

報告事項についての質疑はございますか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、次に、その他報告事○重松委員長

項に関する説明を求めます。
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なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いをいたします。

それでは、都城警察署庁舎の○奈良警務部長

建て替えについて御説明いたします。

資料13ページを御覧ください。

、 、まず １の都城警察署の現状についてですが

都城警察署は築後67年が経過しており、建物の

老朽化や狭隘化が著しいほか、来庁者の駐車場

が不足するなど、警察活動や住民サービスに支

障を来している状況にあります。

次に、２の建て替えに係る検討状況について

です。

令和４年度当初予算において「警察署建替調

査事業」を容認していただき、移転候補地の条

件整理や土地情報の収集等をコンサルタント事

業者へ委託した上で、複数の候補地の検討や地

権者との用地交渉を行うとともに、現地建て替

えを含めた警察本部における全庁的な建て替え

候補地の検討を重ねてまいりました。

なお、現地建て替えの利点としまして、１つ

目は迅速な初動対応が可能であることです。事

件事故などは市街地中心部の繁華街で多く発生

していることから、これまで同様、迅速な初動

対応が可能であり、住民の安全安心の確保が図

られます。

２つ目は、住民の利便性がよいことです。警

察法施行令第５条第２号に 「警察署の位置は、、

」管轄区域内の住民の利用に最も便利であること

と規定されています。現在の場所は都城市街地

の中心に位置し、また長年慣れ親しまれている

場所で広く市民に定着しており、利便性は十分

確保されているものと考えております。

３つ目は、関係機関と迅速な連携が図られる

ことです。現在の場所は、都城市役所をはじめ

国や県などの主要な官公署と近接しており、こ

れまでと同様に関係機関との迅速な連携が図ら

れます。

次に、資料14ページを御覧ください。

３の建て替え方針についてです。

警察署を建設するための最適な土地を見つけ

るには至らず、諸般の事情を総合的に勘案し、

現地建て替えを行うことといたしました。資料

、右側に現地建て替えのイメージ図とありますが

、旧本庁舎は警察活動を継続するために残しつつ

その他の倉庫や車庫、講堂といった建物を取り

壊し、更地となる場所に新本庁舎と新附属棟を

建設するというものです。

、 。最後に ４の事業スケジュールについてです

令和７年度に平面計画や配置計画などの基本構

想を策定した後、令和８年度から基本設計及び

実施設計などを行い、令和11年度に工事に着工

の上、令和13年３月の供用開始を目標としてお

ります。

執行部の説明が終了しました。○重松委員長

その他報告事項について質疑はございません

でしょうか。

工事中の駐車場の確保はどうされ○図師委員

るのでしょうか。

来客の車、公用車もあります○川越会計課長

、 、けれども 付近の有料駐車場等もありますので

そこに御協力を仰ぎながら利活用させていただ

く予定で考えているところです。

無料の借上げをされるのでしょう○図師委員

か。

そこにつきましては、また今○川越会計課長

後、予算の面等もありますので、議会にも諮り

ながら予算をつけてのこととなると思います。

新庁舎ができた際の駐車場の台数○図師委員

は、現在の駐車場の台数からどれぐらい増える

ものなのでしょうか。
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基本構想から図面を引いてい○川越会計課長

るものですけれども、具体的な台数はまだ分か

りません。イメージ図の黒いところに、現在の

宿舎や旧本庁舎、下のほうに公道や留置施設と

かがあるのですが、それが黄色部分に集約され

ますので、スペース的にはかなり広くなると思

います。もちろん駐車スペースも増えると考え

ております。

先ほど説明のときに、現庁舎でか○二見委員

なり不便をかけているというような説明があっ

たと思うけれども、何年前ぐらいからそういう

話があったのか疑問に思いました。警察署の建

て替えは地元でも話が出てくるものですから、

公の場でなくても良いので、些細なことでも情

報があるときには教えてほしいというのが要望

としてあります。

今回、同じ場所で建て替えをするといったと

きに、職務執行において、今の場所が非常に立

地条件がいいというのは分かります。町に近い

、 、ところ 交通の便がいいところもあるけれども

都城市が合併して今度20年になり、インター付

近の開発が広がっています。都城・志布志道路

が来年２月にインターとつながることで、工業

団地ができたり、人口が増えたりする地域もあ

るのかなと思います。

先ほどおっしゃったように、駅前、牟田町辺

りで臨場が多いんだろうとは思うけれども、町

が開けてきている北部では、そういう傾向は全

くないのかなという懸念があります。現状とし

て、今の場所から行くにも、距離があるわけな

ので、犯罪とかで臨場する件数が増えていると

いうことはないのでしょうか。

御指摘の犯罪の発生状況でご○川越会計課長

、 、ざいますけれども 令和５年度の110番の中でも

、警察が直接対応するような通報状況を見ますと

都城管内の交番・駐在所、その中心部で把握し

ているのは約50％を超えている状況です。令和

、 、４年で52％ 令和５年で55％近くになっており

中心部の交番・駐在所の発生が多いのが近年の

状況でございます。

やはり半分が町中というか、どち○二見委員

らかというと南部のほうに近いところが多いと

いうことは分かりました。以前は７～８割だっ

たのかなという気もして、そこ辺の傾向は大丈

夫なのかなと。要するに、北部のほうで増えて

いるのであれば、対応も考えなければならない

のかなと思っています。10年単位ぐらいで見た

ときの状況というのは分からないものなので

しょうか。

手元に過去５年、10年という○川越会計課長

数字はないのですけれども、体感的な警察署の

意見で言えば、都城市でも牟田町とかは旧来か

ら多いという話は聞いているところでございま

す。

職員の方の話も大事だと思うけれ○二見委員

ども、職員の方も異動されますよね。だから長

年の傾向を数字として押さえないといけないと

感じたところです。今回、警察署の場所の選定

、で難航されている話も聞いていたものですから

私としては、都城市に南署と北署を２つ造るぐ

らいの大胆な発想があってもいいのかなと思い

ます。宮崎市には、北署と南署がありますが、

今度は西署までできるという話ですからね。都

城市について言えば、北署まで言わなくても、

何かそういう拠点になるものが都城北部のほう

に必要ではないのかなと思いました。警察組織

としては交番、駐在所を使いながら都城北部地

域の治安維持を図っていただいているとは思う

のですけれども、建て替えという大きな判断だ

と思いますから、そういったところまで慎重に
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検討してほしいという思いがあり、いろいろお

聞きしました。

都城市の交番も再編により、なくなっている

ところがあります。都城市の治安状況等もしっ

かり踏まえた上で、お話を聞かなければと思っ

てお伺いしたところでした。

委員御指摘のとおり、都城市○川越会計課長

は県内でも特に大分変わっていると思うのです

けれども 警察としましても今後10年 20年 50、 、 、

、 、 、年 犯罪の発生状況等が変わりましても 交番

警察署を含め検討する余地があるんじゃないか

なとは考えているところです。

建て替え工事が始まると工事車両○武田委員

等も入ってくるので出入りがすごく厳しくなる

んじゃないかなと思います。そのあたりはどの

ように考えていらっしゃるのでしょうか。

、○川越会計課長 警察署の出入りにつきまして

今の都城警察署につきましては主に東側から出

入りになっていますが、イメージのとおり若干

南側に移りますので これから図面を作って─

いきますけれども、出入口の場所の検討とか、

場合によっては交差点の状況については道路管

轄と検討しながら進めていくことになるとは思

います。いずれにしましても事故の発生とかが

ないように、警察署の付近にそれらを踏まえた

。上での図面を構想していこうと思っております

供用開始まで日にちがあるので、○武田委員

この間が物すごく仕事がしにくいんじゃないか

なと思います。

これからまた生活していく上で、都城市が10

年、20年、30年たったときに、総合的に勘案し

ながら、全体の利益を考えたときに、もう少し

広い場所に建て替えたほうがいいんじゃなかっ

たんだろうかなという思いがどうしてもあるの

ですが、そのあたりはどうでしょうか。

建設につきましては、最初に○川越会計課長

説明したとおり、令和４年度の予算をいただき

土地の状況調査等を進めてきまして、都城市に

も協力を仰ぎながら数か所当たってきたところ

です。しかし、よい土地がない状況であり、当

初から現地の建て替えも含めて検討していたの

ですが、最終的にほかにいい土地がなく、現地

点に落ち着いたところです。先ほどの工事中の

出入りの事故等につきましても、十分に考えな

がら進めていきたいと考えております。

事業スケジュールに令和７年度か○福田委員

ら書いてあるのですけれども、６年経過した令

和13年に供用開始とあります。建設工事が２年

くらいというのは想像がつくのですけれども、

基本設計、実施設計に３年というのは期間が長

いです。概要しかないと思うのですけれども、

どういう理由で時間がかかるのか教えてくださ

い。

御指摘のとおり、令和８～10○川越会計課長

年と通常に比べて長いです。これにつきまして

は、ローリングと言いまして、現在ある警察署

の場所で勤務をしながら、必要なところを崩し

て新しいものを建てていくということで、現在

のところに建てるということにどうしても３年

間要してしまうということです。

基本構想は公開されるのでしょう○福田委員

か。

状況に応じてこの常任委員会○川越会計課長

の場等を通じて御説明させていただくことにな

ると思います。

、○二見委員 場所の選定作業をしているときの

用地の取得費用は、幾らぐらいを見込んでいた

のでしょうか。青天井で考えていたわけじゃな

いんだと思うのですけれども、坪単価でいくら

だったとか、そういった目安を持って交渉され
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ていたのでしょうか。

どの場所が幾らというのは手○川越会計課長

元にはないけれども、令和４年に、土地を探す

ときに 118万円ぐらいの予算で業者に頼みまし※

て、いろいろ探していただきました。各場所の

土地が幾らという前段階で、ここは問題がある

とか、既にほかの業者が入れられたとか、関係

者と話が進まなかったというのが現状でござい

ます。具体的に金額が幾らということはござい

ません。

思った以上に作業が難航してたと○二見委員

いうことですね。不動産交渉は、話が先行する

と売り手側は渋ったりもするだろうし、経済状

況とかもあるんだと思いました。

ほかございますか。○重松委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

、 。それでは その他報告事項は終了いたします

その他で何かございませんでしょうか。

、 、○二見委員 免許更新手続とかについて 今回

マイナ免許証になるということでお話があった

と思うのですけれども、一般質問で、収納事務

について県警が管轄している事務はかなりたく

さんあると伺いました。会計管理局では、コン

ビニとかでも利用できるバーコードでの収納、

もしくはネットバンクで収納できるような方法

。 、も考えているということです 免許証更新とか

その他の手続で、証紙を使っているのがあると

思うのですけれども、県警本部としてそういう

収納事務の利便性向上を図るための考えは整理

さているのでしょうか。

会計管理局としては来年度予算で幾つかやっ

ていきたいということを言っていたものですか

ら、各部署からのヒアリング等は終わっている

状況で、会計管理局と話を詰めているのであれ

ば、教えていただければなと思いました。

御質問のことにつきまし○池田運転免許課長

ては、まだ具体的な話は知事部局から来ていな

いところでございますけれども、そういう話も

知事部局と連携しながら今後やっていくことと

なると思います。

会計管理局としては、各部署がや○二見委員

りやすくなる具体例を挙げて、それに対して新

。 、年度予算をつけていくという話でした つまり

県警の中でも、窓口業務とかをやっているとこ

ろにおいては、新年度に向けて効率化について

の検討作業は終わっていないといけないので、

やり方についてしっかり検討されているのかど

うかを確認しているのです。今、デジタル化の

中で、利便性が進んでいるので、どこが責任を

持ってやるんだという話です。県警だけではな

く、ほかの部署においても収納事務があるわけ

なので、そのやり方について、しっかりと計画

を持って、順次やっていかない限り、この話は

絶対進まないから、県警としてどういったとこ

ろをやっていきたいのかについて、もしあれば

教えてもらいたい。

新年度予算にやるということではなく、こう

いったところを改善することができればいいと

か、特に収入証紙を使わないで、カードで支払

うことができるようなものも具体的に入ってい

るので、どういう検討をされたのかお聞きした

ところです。

今回の一般質問における会○平居警察本部長

計管理局の答弁の中身が何を指しているのかと

いうのは、私はよく分かっておりません。

考えていることを申し述べさせていただきま

すと、運転免許関係手数料を含め様々な警察関

係手数料については キャッシュレス決済に持っ、

ていきたいと考えております。ただ、それをす

※14ページに訂正発言あり



- 14 -

令和６年12月４日(水)

るためには収入証紙を全廃しなければいけない

という他県の例がありますので、我々としては

収入証紙全廃で、キャッシュレスで、全て物事

が動くようになっていただければいいと思って

おります。少なくとも事務レベルではそのよう

。な考えを会計管理局のほうに伝えてはおります

他県ではもう全廃しているところ○二見委員

もあるので、このダブルスタンダードは、利便

向上を複雑にしていると思います。どちらも選

べると惑わされるという懸念もあって、県警と

してやりやすい方向、やりたい方向で提案して

いけばいいのかなと思ったところです。

資料７ページの一番下の運転経○前屋敷委員

歴情報記録手数料が新設され、マイナンバーカ

ードに免許証を一体化することで、通常より安

くなるという御説明でした。この手数料という

のはこの料金とは別に、必要になるという理解

でしょうか。

ただいまの御質問につきまし○黒瀬交通部長

ては、御指摘あったように、本来の発行手数料

とは別に、情報の書き込み料として100円手数料

がかかることとなっております。

上の欄の900円ですけれども 下○前屋敷委員 、「

記以外」のものといったらどんなものが、書き

込みの項目として想定されるのでしょうか。

運転経歴証明書の紙ベース○黒瀬交通部長

身分証明書として使えるというような運転─

経歴証明書でございます。これをカードとして

発行するときには交付手数料といたしまし

て1,150円がかかります。あくまでもここに掲載

しておりますのは、運転経歴情報記録のための

手数料ということで書いておりまして、下の段

の100円というのは既に完成した運転経歴証明書

にデータを入力するときにかかります。

一方、上の「下記以外」という場合は、マイ

ナンバーカードを既にお持ちの方が運転経歴の

運転情報をデータで入力するときには900円かか

りますという記載でございます。

マイナ免許証が交付されるとき○前屋敷委員

に、既にこの情報記録は書き込まれて渡される

という理解でしょうか。新たにこの分の料金は

付け加えるということですね。

そのとおりでございます。こ○黒瀬交通部長

こはあくまでも運転免許証とは別の運転経歴証

明書でございますので、それをマイナンバーカ

ードに書き込むときには、別途手数料がかかる

ということでございます。

マイナ免許証の取得のときに○前屋敷委員

は800円安くなるという御説明でしたけれども、

新たに取得となると、より高くなるというよう

なことになりますよね。

「運転経歴証明書をカードと○黒瀬交通部長

して、発行してください」といったときと同時

に、このデータをＩＣチップに入力するとき

は100円かかりますし、カードを発行するときの

手数料としては別に1,150円が要ります。結局、

カードも交付してもらう、データも入力しても

らうという作業をした場合には1,250円かかると

いうことです。

この「下記以外」の900円の手数○前屋敷委員

料というのも、マイナンバーカードへの情報の

書き込みのときに要るというわけでしょう。

そのとおりでございます。上○黒瀬交通部長

のほうは、マイナンバーカードにデータだけ書

、 、き込む場合が900円 下の場合は運転経歴証明書

カードを発行してもらうときに一緒にデータも

入力するときの手数料が100円という意味でござ

います。

先ほどの都城警察署につきま○川越会計課長

して、土地の調査費用について、118万円と言っ
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ておりましたが、180万円へ訂正をよろしくお願

いいたします。

それでは、以上をもって警察本○重松委員長

部を終了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時14分休憩

午前11時20分再開

委員会を再開いたします。○重松委員長

それでは本委員会に付託されました議案等に

ついて、企業局長に概要説明を求めます。

まず、綾第二発電所に関しま○松浦企業局長

して、御礼と御報告をさせていただきます。

委員の皆様には10月29日に現地調査を行って

。 。いただきました 誠にありがとうございました

おかげさまで現場の作業は段階的にスタートし

ておりまして、調査当日には設置が終わってお

りませんでした自走式モノレールも11月中に設

置が完了して、順調に作業は進んでいるという

状況でございます。

今後、二度とこのような事故が起こらないよ

うに、私どもといたしましても再発防止策の徹

、 、底 それから安全確保に努めてまいりますので

皆様の御理解をお願いいたします。

それでは、本日の御説明いたします議案等の

概要について御説明いたします。

委員会資料の２ページを御覧ください。

目次でございます。まず１つ目の予算議案、

３件ございます。

議案第27号が「令和６年度宮崎県公営企業会

計（電気事業）補正予算（第２号 、議案第28）」

号が「令和６年度宮崎県公営企業会計（工業用

水道事業）補正予算（第１号 、議案第29号が）」

「令和６年度宮崎県公営企業会計（地域振興事

業）補正予算（第１号 」となっております。）

２のその他報告事項といたしまして、１件ご

ざいます 「令和６年度の各事業の上半期の状況。

について」でございます。それぞれの内容の詳

細につきましては、担当課長から後ほど御説明

いたします。

次に、議案についての説明を求○重松委員長

めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後に行います。

補正予算について御説明いた○小川総務課長

します。資料の３ページを御覧ください。

議案第27号「令和６年度宮崎県公営企業会計

（電気事業）補正予算（第２号 」であります。）

１の補正の理由についてであります。

まず（１）ですが、給料表の改定等に伴い、

職員の給料手当等を増額するものです。

次に （２）ですが、国の補正予算を受け、県、

土整備部において、多目的ダム改良工事の増額

補正を行うこととしておりますことから、企業

局においてその費用の一部を負担しております

共同施設負担金を増額するものです。

続いて、２、補正額であります。

まず、収益的収入及び支出ですが、表中の太

枠、補正予定額の欄にありますとおり4,410

万9,000円の増額補正をお願いするもので、全額

が１、補正の理由（１）で御説明いたしました

給料表の改定等に伴うものであります。その結

果、補正後の電気事業の事業費の合計は、太枠

の計の欄にありますとおり74億2,359万9,000円

となります。これにより、事業収益から事業費

を差し引いた収支残は、表の一番下の計の欄に

ありますとおり、マイナス25億7,322万7,000円

となります。

資料４ページを御覧ください。
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次に、資本的収入及び支出についてですが、

表中の太枠、補正予定額の欄にありますとおり

３億8,906万7,000円の増額補正をお願いするも

ので、全額が１、補正の理由（２）で御説明い

たしました共同施設負担金の増に伴うものであ

ります。この結果、補正後の資本的支出の合計

は、太枠の計の欄にありますとおり41億7,649

万6,000円となります。これにより、資本的収入

から資本的支出を差し引いた収支残は、表の一

番下の計の欄にありますとおり、マイナス41

億635万4,000円となります。

次に、資料の５ページを御覧ください。

議案第28号「令和６年度宮崎県公営企業会計

（工業用水道事業）補正予算（第１号 」であり）

ます。

１、補正の理由ですが、先ほど３ページで御

説明した電気事業の１の（１）と同様に、給料

表の改定等に伴うもので、２、補正額の表中の

太枠、補正予定額の欄にありますとおり212

万8,000円の増額補正をお願いするものでありま

す。この結果、工業用水道事業の事業費の合計

は、太枠の計の欄にありますとおり４億5,622

万6,000円となります。これにより、事業収益か

ら事業費を差し引いた収支残は、表の一番下の

計の欄にありますとおり マイナス7,267万4,000、

円となります。

資料の６ページを御覧ください。

議案第29号「令和６年度宮崎県公営企業会計

（地域振興事業）補正予算（第１号 」でありま）

す。

こちらも先ほど御説明した工業用水道事業と

同様に、給料表の改定等に伴うもので、２、補

正額の表中の太枠、補正予定額の欄にあります

とおり２万3,000円の増額補正をお願いするもの

であります。この結果、地域振興事業の事業費

の合計は、太枠の計の欄にありますとおり3,102

万2,000円となります。これにより、事業収益か

ら事業費を差し引いた収支残は、表の一番下の

計の欄にありますとおり、マイナス750万1,000

円となります。

補正予算に係る説明は、以上でございます。

御審議のほどよろしくお願いいたします。

執行部の説明が終了しました。○重松委員長

議案について質疑はございませんか。

地域振興事業の増額ということで○二見委員

すけれども、担当者がいるのでしょうか。

他の事業もですが、職員はそれぞれの事業か

ら、給与等は支給されるにしても、身分は一緒

で、企業局職員になるわけですよね。

地域振興事業は非常に少ない○小川総務課長

補正額になりますけれども、実は0.1人分を計上

している形になっています 地域振興事業は一ッ。

、瀬川のレクリエーションセンターですけれども

あちらは指定管理者になっていますので、基本

的にそちらが主に事業を行い、私どもではその

管理をするということで、0.1人分を計上してい

ます。

また、工業用水道事業については、6.9人分を

計上しておりますが、それぞれ会計上、人を張

りつけているというような形になっています。

会計上の張りつけだけなので、身分的には全て

企業局の職員ということで、表向きには、誰が

その会計に張りついているかは分からない。

0.1人というのは規定数値ですか。○二見委員

必ず0.1人で計算するようになっているのか、そ

の年で変えたりしているのか。

例年は、ずっと0.1人でした。○小川総務課長

そのほかございますか。○重松委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは次に、その他報告事項に関する説明
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を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が終了し

た後にお願いいたします。

それでは、その他報告事項に○小川総務課長

つきまして御説明いたします。

資料の７ページを御覧ください。

まず、電気事業の業務状況について御報告い

たします。

（１）の事業の概況であります。

①の供給電力量の太枠の上半期計の欄を御覧

ください。

上半期の供給電力量の実績（Ｂ）は２億8,029

万キロワットアワーで、目標に対する達成率

は100.4％となっております。

８ページを御覧ください。

②の電力料金収入の太枠の上半期計を御覧く

ださい。

電力料金収入の実績（Ｂ）は27億2,000万円余

で、目標に対する達成率は110.3％となっており

ます。

９ページを御覧ください。

（２）の経理の状況であります。

①の収益的収入及び支出のアの収入の太枠の

事業収益の欄を御覧ください。

上半期収入済額（Ｃ）は29億2,900万円余で、

上半期収入予定額（Ｂ）に対する収入率は110.2

％となっております。

次、10ページを御覧ください。

。イの支出の太枠の事業費の欄を御覧ください

事業費の上半期執行済額（Ｃ）は21億1,200万

円余で、上半期執行予定額（Ｂ）に対する執行

率は88.0％となっております。

11ページを御覧ください。

②資本的収入及び支出であります。これは、

。固定資産などに係る収支を表すものであります

まず、アの収入でありますが、工事負担金や

貸付金返還金については、下半期に請求を行う

こととしておりますことなどから、上半期の資

本的収入の収入済額はございません。

次に、イの支出の太枠の欄を御覧ください。

資本的支出の上半期執行済額 Ｃ は１億4,500（ ）

万円余で、上半期執行予定額（Ｂ）に対する執

行率は86.0％となっております。

次に、12ページを御覧ください。

続きまして、工業用水道事業の業務状況であ

ります。

まず （１）事業の概況であります。、

①の給水状況の太枠の上半期計の欄を御覧く

ださい。

上半期の常時使用水量の実績（Ｂ）は1,043万

立方メートルで、目標に対する達成率は100.0％

となっております。

次に、13ページを御覧ください。

②給水料金収入の太枠の上半期計の欄を御覧

ください。

給水料金収入の実績（Ｂ）は１億6,900万円余

で、目標に対する達成率は100.0％となっており

ます。

14ページを御覧ください。

（２）の経理の状況であります。

①の収益的収入及び支出のアの収入の太枠の

事業収益の欄を御覧ください。

事業収益の上半期収入済額（Ｃ）は１億9,200

万円余で、上半期収入予定額（Ｂ）に対する収

入率は100.1％となっております。

15ページを御覧ください。

イの支出の太枠の欄を御覧ください。

事業費の上半期執行済額（Ｃ）は１億4,100万

円余で、上半期執行予定額（Ｂ）に対する執行

率は89.6％となっております。
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16ページを御覧ください。

②資本的収入及び支出であります。

アの収入でありますが、工事負担金について

は、下半期に請求を行うこととしておりますこ

となどから、上半期の資本的収入の収入済額は

ございません。

次に、イの支出の太枠の欄を御覧ください。

資本的支出の上半期執行済額（Ｃ）は8,000万

円余で、上半期執行予定額（Ｂ）に対する執行

率は92.4％となっております。

17ページを御覧ください。

地域振興事業の業務状況であります。

まず （１）の事業の概況であります。、

上半期は、猛暑や台風第10号によるコース冠

水の影響等があったことから、①のゴルフコー

スの利用状況の太枠の上半期計の欄にあります

とおり、利用者数の実績（Ｂ）は、平日、休日

の合計で9,363人で、目標に対する達成率は66.9

％となっております。

18ページを御覧ください。

②の施設利用料収入でありますが、太枠で囲

んでおりますとおり、指定管理者からの納付金

の上半期分は913万円となっております。

19ページを御覧ください。

（２）の経理の状況であります。

①の収益的収入及び支出のアの収入の太枠の

事業収益の欄を御覧ください。

上半期収入済額（Ｃ）は1,004万円余で、上半

期収入予定額（Ｂ）に対する収入率は99.7％と

なっております。

20ページを御覧ください。

。イの支出の太枠の事業費の欄を御覧ください

事業費の上半期執行済額（Ｃ）は886万円で、

上半期執行予定額（Ｂ）に対する執行率は68.5

％となっております。

21ページを御覧ください。

②の資本的収入及び支出であります。

アの収入でありますが、本年度は資本的収入

の予定はございません。

次に、イの支出の太枠の資本的支出の欄を御

覧ください。

資本的支出の上半期執行済額（Ｃ）はござい

ません。上半期執行予定額（Ｂ）に対する執行

率は 支払いが下半期となったためゼロ％となっ、

ております。

以上が、企業局が実施しております３つの事

業の業務状況でございます。

なお、参考としまして、22ページ以降に、各

事業ごとの上半期の損益計算書と貸借対照表を

添付させていただいております。

執行部の説明が終了しました。○重松委員長

その他報告事項について質疑はございません

か。

地域振興事業の上半期の状況につ○二見委員

いて、どのようにお考えですか。

上半期の状況につきまし○西本経営企画室長

ては、７～９月は猛暑により熱中症警戒アラー

トが50日出ておりまして、昨年度は28日であり

、 。ましたので かなり多かったと思っております

あと、４～５月につきましては雨がやや多い

状況で55日間ほどでした。上半期の180日だけで

いきますと、55日の雨と50日の熱中症警戒アラ

、 。ートによって 伸び悩んだと認識しております

雨と熱中症警戒アラートは同じ日○二見委員

、 。には出ないでしょうから 厳しい状況ですよね

天候の話は分かりましたけれども、営業日で

見たときはよかったのでしょうか。

雨や熱中症警戒アラート○西本経営企画室長

以外のときには結構利用者がいます。

例えば、先週の土日は、天気がよかったこと
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もあり、１日当たり150人を超える利用者の方が

いらしてくださいました。天気がよくなると利

用客が戻って来てくれると思っています。

資料29ページにある流動資産につ○二見委員

いて教えてください。

企業局の資産ですけれども、○小川総務課長

国債、公債とかを買って運用しています。そう

いったものが雑流動資産で計上されています。

ほかにございますか。○重松委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

では、その他で何かございませんか。

前回の定例会のときに、岩瀬ダム○二見委員

のウキクサの話がありました。その後の対応状

況や調査したことがあれば教えてください。

都城土木事務所と小林土○山元施設保全課長

木事務所で除去作業を行うということで進めて

おります。工区を３つに分けて行い、都城土木

事務所の１工区は11月に発注して除去作業に

入っていると聞いております。残りにつきまし

ては、年明け１月に発注して作業に入ると聞い

ております。

大量発生した原因の調査とかをし○二見委員

ていなかったわけですよね。

前回の委員会で説明しま○山元施設保全課長

したけれども、今回、猛暑等の影響により非常

に早いスピードで、一気に繁殖したことが原因

と聞いております。

今までは気温が低くて繁殖できな○二見委員

かったのが、熱帯性の植物なので、異常気象に

より増えてしまったということですよね。外来

種が自然繁殖してしまったことへの対応を考え

ないといけないですよね。

、○山元施設保全課長 ウキクサは外来種であり

特定外来生物になっております。県土整備部に

は今後起こらないように、除去を徹底してやっ

てほしいと話をしているところでございます。

除去は当然やらないといけないに○二見委員

しても、県民に広く周知すること、外来種を扱

う事業をやっている方へ注意していく必要があ

ると思いました。宮崎県として、そういった対

応を考えておいたほうがいいと感じたのですが

いかがでしょうか。

市町村などと協議会を開○山元施設保全課長

いておりまして、広報等もしっかり行って、当

然どこかから持って来ないことには繁殖しない

わけですから、入ってきたらすぐ見つけられる

ような整備をしていくようにしていきたいと

思っております。

多目的ダム改良工事の補正に関○前屋敷委員

して 「松尾ダムほか８施設」とあるけれども、、

県が有するダム全てになるのでしょうか。

、○山元施設保全課長 この対象につきましては

県が所有しております多目的ダム９か所全てと

いうことでございます。

一定の改良工事がどこのダムも○前屋敷委員

必要だということでしょうか。

各ダムとも、老朽化が進○山元施設保全課長

んでおりまして、今回の補正予算を受けて実施

するものでございます。

ほかございますか。○重松委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

以上をもって、企業局を終了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時46分休憩

午後０時59分再開

委員会を再開いたします。○重松委員長

それでは、本委員会に付託されました議案等

の説明を求めます。
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なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

まず、説明に入る前でございま○黒木教育長

すが、去る11月８日に行われました宮崎県産業

教育フェア開会式に、文教警察企業常任委員会

から、重松委員長をはじめ委員の皆様に御臨席

。 。を賜りました 本当にありがとうございました

これからも産業教育も盛り上げていただけます

と、大変助かります。よろしくお願い申し上げ

ます。

教育委員会所管の議案等につきまして、その

概要を御説明申し上げます。

常任委員会資料の２ページ目の目次をまず御

覧ください。

今回御審議いただきます議案は、議案第１号

及び第23号「令和６年度宮崎県一般会計補正予

算（第７号、第８号 、議案第26号「令和６年）」

（ ）」、度宮崎県育英資金特別会計補正予算 第１号

議案第18～20号「公の施設の指定管理者の指定

について 、議案第32号「市町村立学校職員の給」

与等に関する条例の一部を改正する条例につい

て」の４つでございます。

次に、その他報告事項といたしまして 「宮崎、

県高等学校教育整備基本方針の改定（素案）に

ついて 「県立高校就職内定状況について 、」、 」

以上２件を御報告申し上げます。

それでは、予算議案について御説明申し上げ

ます。

資料の３ページを御覧ください。

議案第23号「令和６年度宮崎県一般会計補正

予算（第８号 、議案第26号「令和６年度宮崎）」

県育英資金特別会計補正予算（第１号 」につい）

てであります。

補正額につきましては、表に太線で囲んでい

るところが３か所ございますが、その一番上の

合計の欄、右から２番目に記載しておりますよ

うに、一般会計が28億5,213万3,000円、また下

から２段目の太線枠、右から２番目でございま

すが、特別会計が193万6,000円、一般会計と特

別会計を合わせた一番下の欄の右から２番目の

ところでございますが、今回28億5,406万9,000

円の増額補正をお願いするものでございます。

次に、４ページを御覧ください。

繰越明許費の変更についてであります。

表にありますように 「練習環境整備事業」に、

つきましては、関連工事の遅れ等のため１

億2,480万円の繰越明許費の追加をお願いするも

のでございます。

次に、５ページを御覧ください。

債務負担行為の追加についてであります。

宮崎県スポーツ施設管理運営委託費におきま

して、宮崎県総合運動公園有料公園施設等の指

定管理者の指定に伴い、債務負担行為の設定を

お願いするものでございます。

、引き続き関係課長が御説明申し上げますので

御審議のほどよろしくお願い申し上げます。

常任委員会資料３ページ○佐藤教育政策課長

を御覧ください。

11月補正予算案のうち、議案第23号及び議案

第26号につきまして、教育委員会全体を一括し

て御説明いたします。

資料の３ページの表の右から３列目及び４列

目の補正額、議案第23号及び議案第26号の欄を

御覧ください。

こちらは、人事委員会勧告に基づく職員の給

。与改定等に伴います人件費の補正でございます

具体的には、給料等の月例給の引上げ分の年

間所要額及び勤勉手当0.1月の引上げ相当分など

を盛り込んだものでございます。

補正額は、一般会計で28億5,213万3,000円、
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。特別会計で193万6,000円の増額補正であります

資料６ページを御覧○田中スポーツ振興課長

ください。

議案第18～20号「公の施設の指定管理の指定

について」であります。

これは、スポーツ施設について、令和７年度

以降に管理運営を行う指定管理者の指定に当た

り、議決を求めるものであります。

はじめに、１、施設の概要については、６月

の委員会にて、選定について一度御報告させて

いただいている内容で３施設になります。

次に、２を御覧ください。

次期指定管理候補者を記載しております。

（１）の県総合運動公園等が宮崎県スポーツ

振興グループ （２）の県山之口陸上競技場等が、

、宮崎県山之口陸上競技場スポーツ振興グループ

（３）の県プールがひなたメドレー株式会社と

なりました。

資料７ページを御覧ください。

３の指定期間につきましては （１）の県総合、

運動公園等が、日本一挑戦プロジェクトに係る

施設改修を行っているため、改修が終了する令

和８年度までの２年間としております。

次に４、選定概要で選定の手続について御説

明いたします。

（１）の②のア、県総合運動公園等とイの県

山之口陸上競技場等につきましては、約２か月

間の公募を行い、記載のとおり１団体ずつの応

募がございました。

なお、県プールにつきましては、民間の資金

やノウハウを活用するＰＦＩ事業を活用し、施

設の整備と15年３か月間の運営維持管理を一括

して民間事業者が担うこととしておりまして、

その事業者として、ひなたメドレー株式会社を

令和３年に既に選定しているため、今回は募集

及び審査等の手続はございませんでした。

資料８ページを御覧ください。

（２）指定管理候補者の審査方法について、

まず②にありますように、外部委員、有識者で

、構成される指定管理候補者選定委員会を設置し

募集要領や選定方法等の協議を行い、選定に係

る審査を行いました。

次に、③にありますように、教育長を議長と

する指定管理候補者選定会議におきまして、選

定委員会の審査結果と施設所管課であるスポー

、ツ振興課による審査結果を照らし合わせまして

最終的な候補者を選定したところです。

資料９ページを御覧ください。

選定の基準等は、行政改革推進室の示す標準

例を参考に、指定管理候補者選定委員の意見を

踏まえ、決定したところであります。

配点につきましては、現在のスポーツ施設の

課題と考えている、２段目にあります「公の施

設の効用を最大限に発揮する事業計画」等に重

きを置いております。

その下の「経費の縮減等」につきましては、

過度に人件費等を削減し、安全管理体制がおろ

そかになること等を防ぐ観点から、あまり高く

はしておりません。これは、行政改革推進室の

示す標準例に沿った方針となっております。

資料10ページを御覧ください。

（３）審査結果及び選定理由でありますが、

選定委員会の審査結果は①、選定会議の確認結

果は②に記載しております。いずれの審査にお

、 。いても 最低基準点を満たす結果となりました

選定の理由につきましては、③に記載のとお

り、施設の管理運営を着実に実施できる能力や

実績を有していること等が挙げられます。

資料11ページを御覧ください。

。各指定管理候補者からの提案内容であります
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宮崎県スポーツ振興グループの提案額につき

ましては、指定管理料の一番右の列にあります

ように、２年間で８億8,663万7,000円となって

おります。

収支計画や提案内容は記載のとおりでありま

す。

資料12ページを御覧ください。

宮崎県山之口陸上競技場スポーツ振興グルー

プの提案額になりますが、指定管理料の一番右

の列にありますように、５年間で５億4,400万円

となり、収支計画等につきましては、記載のと

おりとなっております。

資料13ページを御覧ください。

最後に、ひなたメドレー株式会社ですが、提

案額につきましては、１つ目の丸の指定管理料

の一番右の列にありますように、15年３か月分

で46億1,992万5,000円となっておりまして、収

支計画等は記載のとおりとなっております。

資料14ページをお開きくだ○菊池教職員課長

さい。

議案第32号「市町村立学校職員の給与等に関

する条例の一部を改正する条例」についてであ

ります。

、 、まず １の改正の理由についてでありますが

令和６年の民間給与との較差等を踏まえ、人事

委員会から市町村立学校職員の給与に関する勧

告があったことから、所要の改正を行うもので

あります。

、 、次に ２の改正の内容についてでありますが

市町村立学校職員のうち、教育職の給与表を人

事委員会勧告のとおりに改定します。

、 、次に ３の施行期日等についてでありますが

公布の日から施行し、令和６年４月１日に遡っ

て適用することとしております。

最後に、資料にはございませんが、行政職及

び県立学校職員の給料表、また、勤勉手当の引

上げにつきましては、知事部局所管の「職員の

給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採

用等に関する条例の一部を改正する条例」にお

きまして、所要の改正が行われる予定となって

おります。

執行部の説明が終了しました。○重松委員長

議案について質疑はありませんか。

資料６ページ、議案第18～20号の○図師委員

、指定管理の候補者の選定に関してですけれども

いずれも１者しかなかったようなんですが、問

合せは何者ぐらいあったのでしょうか。

実際のところは １者○田中スポーツ振興課長 ※

のみであったというところです。

比較しようがないし、あとは実績○図師委員

を評価するといえば、ここしかやったことがな

いので、ほかの実績があるところが、手を挙げ

づらいような状況だったのかなと推察するとこ

ろです。

まず点数による審査が行われているようなん

、 、ですけれども 資料９ページの上から２つ目に

「 」公の施設の効用を最大限に発揮する事業計画

、 、が選定基準となっていますが この事業計画は

我々は見ることはできるんでしょうか。

基本的に 責任を持っ○田中スポーツ振興課長 、

て審査させていただいておりますので、本日公

表させていただく点数で判断いただく形になろ

うかと思います。

我々は審査員ではないので、そこ○図師委員

まで知る必要はないかもしれませんけれども、

山之口陸上競技場を建設したということで、同

じような施設が県内に２つできることになりま

す。自治体が持っている陸上競技場等もありま

すので、やはり稼働率が落ちていくんではない

※37ページに訂正発言あり
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かというところが非常に気になるところであり

ます。県民の代表として、どういう詳細な事業

計画が組み立てられているのか、ぜひ公表して

いただきたい。

あとは、木花総合運動公園の指定管理料がほ

ぼ横ばいで、山之口陸上競技場は年間約１億円

程度で積算されているけれども、山之口陸上競

技場の利用料収入は1,000万円程度です。何の大

会で、どれだけの入場者を見込んで、何回ぐら

いこの陸上競技場が使われて、この利用料収入

としているのか積算根拠を知るためにも、事業

計画を見せてほしいんですが、公開できないの

でしょうか。

、○田中スポーツ振興課長 公開につきましては

関係課、それから法令等も確認させていただい

て、可能な部分を探ってみたいとは思います。

それから、２つ目にございました採算等につ

いてですけれども、今回、山之口陸上競技場ス

ポーツ振興グループには、県スポーツ施設協会

も入っております。これまでの運動公園全体と

いうよりも、木花の陸上競技場の７年間の実績

により、どれぐらいの人数や収益があったかと

いうことや、実際に国スポを控えているような

県の状況も調査されて、この収益の見込みを算

出して、今回出されていると受け止めておりま

す。

ですから、これが高いも低いもなく、ちょう

どいいところでの提案だったと受け止めている

ところです。

山之口陸上競技場の利用者とかを○図師委員

算定する上で、今までの山之口陸上競技場の利

用者数なんかを勘案した上で、この数字が出て

きていて、それがちょうどいいという説明でし

たか。

県スポーツ施設協会○田中スポーツ振興課長

のほうから、木花の運動公園の陸上競技場の実

績を提供して、山之口陸上競技場スポーツ振興

グループが計画をしたということです。

木花の総合運動公園で使われてい○図師委員

た陸上競技施設が、そのまま山之口陸上競技場

に移行して、木花の陸上競技場もイコールの人

数が使われるということで、この横ばいの数字

が出ていると理解すべきなんでしょうか。

実際、これからです○田中スポーツ振興課長

ので、未知の部分はあろうかと思われます。陸

上競技場につきましては、２つの競技場を県と

して有することになるんですけれども、公認の

陸上競技場にもなりまして、県内のこれまで使

えなかった団体の方にも積極的に利用していた

だく。それから、県外のいろいろな大会、合宿

等、これまで以上に積極的に誘致を働きかけて

いくところです。両方の陸上競技場で同じよう

に利用していただいて、収益もできるだけ上げ

てもらうように指定管理者にはお話をしていく

予定としております。

では、今の段階で合宿とか山之口○図師委員

陸上競技場を定期的に使うような提案や毎年こ

の時期にこのぐらいの利用者が見込まれている

という事業計画とかはあったのでしょうか。

これから調整に入っ○田中スポーツ振興課長

、 。ていくので 実際の動きはこれからになります

ただ、これまで木花の運動公園で活動されて

いた団体とかもありますし、都城市でも独自に

都城スポーツコミッションとして、高城のグラ

ウンドや早水等の施設で、いろんな団体がキャ

ンプ等を行われているということで、そのあた

りもしっかり見越して、計画されている状況で

ございます。

陸上競技場が２つできたことで、○図師委員

先ほど言った早水のほうの利用者が減るとか、
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。活動が停滞することになっては何の意味もない

、県内の受入れ人数は決まっているわけですから

県外からいかに利用者を増やすかというところ

に重きを置かなきゃいけないと思います。今後

もこの数字がしっかり活用されて、このとおり

。になっていくかを注視していきたいと思います

両方の施設がうまく○田中スポーツ振興課長

機能していくように、関係課、特にスポーツラ

ンド推進課等とはしっかり連携して誘致に取り

組んで、県内の方々も使いやすい施設を目指し

ていきたいと考えております。

県の指定管理への応募が１者のみ○武田委員

というところが問題だと思うんですけれども、

１者のみの原因はどう考えていらっしゃるんで

すか。

２か月間の公募期間○田中スポーツ振興課長

があったんですけれども、出にくい状況があっ

たのかな思います。反省し、検証も進めている

ところです。

ただ、実績のあったところから、これまで以

上に改善をしながら取り組みたいと提案をして

いただきました。

今御指摘いただいたように、１者のみという

のは課題があると考えていますので、次回の指

定管理者の選定に向けて、公募の在り方、周知

の在り方をしっかり準備していきたいと考えま

す。

先ほど図師委員からもあったよう○武田委員

に、この選定にかかる事業計画の内容が分から

、 、ないので どう改善されたのかも分からないし

委員会には開示していただかないと、評価のし

ようがないと思います。

次は改善するという話でしたが、前例を見る

と、ずっと同じところが取っている。これは、

教育委員会だけではなくて、県の施設に往々に

して見られます。新しいところが入っていける

。ような斬新なことをやっていかないといけない

何のために指定管理をしているか分からない。

事業計画について、先ほど図師委員が言われた

ように、これだけの大会があって、これだけの

人が来てというのが分からない状態で組んでい

るわけですから、これから人手不足で、人件費

等もかかってくると思うんです。その中で経費

を削減するべきところは削減していく感覚がな

いと 全体の収入があってこんだけ経費がか─

かり、私たちは最低限これだけで頑張りますと

いうところがないと、これから難しいと思うん

です。今後は、必ず経済性もある程度入れてい

ただきたい。

それと、指定管理者を選定されるときに、次

から本当に新しいところが入ってくれるのか、

一番心配なんですけれども、そのあたりはどの

ように考えているのでしょうか。

この指定管理の在り○田中スポーツ振興課長

方については、今回の反省も踏まえて、次に向

けてしっかり検証していきたいと思います。

今回、県の総合運動公園のほうの振興グルー

プにつきましては、委託の中で部分的に利用の

マーケティングとか、調査であったり、サンマ

リンスタジアムの管理 専門の業者の方にも入っ、

ていただくようにしております。そのようなと

ころで連携をしながら、この全体の指定管理者

の関係性を２年間ないし５年間の中でしっかり

構築しながら、次の指定管理の公募に向けて努

めていきたいと考えております。

大会誘致に関してですが、教育委○武田委員

員会、各競技団体、県、都城市とか含めて連携

されるんでしょうけれども、大会誘致等を主に

していくのは、どの団体になるのでしょうか。

、○田中スポーツ振興課長 誘致につきましては
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県と指定管理者が一体となって、お互いに情報

を共有しながら、それぞれの強みを生かしなが

ら連携して、しっかり取り組んでまいりたいと

考えております。

しっかりと大会数とか目標人数を○武田委員

決めて、毎年やっていただきたいと要望してお

きます。

事業計画をここで資料として出す○二見委員

ことはできないにしても、どういう事業をする

かとか、いつ頃に何をしようとか、そういうこ

とについて口頭でも説明してほしいけれども、

それすらできないのでしょうか。

そういうことではご○田中スポーツ振興課長

ざいません。陸上競技場についていいますと、

陸上競技の大会 合宿 それからラグビー サッ、 、 、

カー等の試合、合宿、練習等、これまで以上に

県内外、国内大会も含めて誘致をやるというと

ころは実際に提案で出ております。

、 、 、また 自主事業では それぞれのグループで

、著名なアスリートのスポーツ教室や交流会とか

空きがないように稼働率をしっかり上げる考え

は提案していただいている状況でございます。

木花の総合運動公園で、いろんな○二見委員

事業をやっていましたが、山之口陸上競技場が

できたことによって、新たに生まれてくる事業

もあると思います。

一方で、木花の総合運動公園でやっていた事

業で、山之口陸上競技場に移管されるものもあ

るのかなと推察しますが、今までやってきた事

業について、ある一定程度の振り分けが行われ

ているのでしょうか。全体的なマネジメントを

しようということで、スポーツ施設協会が入っ

ていて、そこが代表になって、ある一定程度の

意図的な振り分け、計画なりがもともと組み込

まれていないと困るわけですよね。

どんな計画をつくられているのか 口頭でしっ、

かり説明してもらわないと、我々は全く分から

。 、ない 白紙の状態で考えろと言われるけれども

基になる情報がないから判断もできない。これ

からどのように活用していくのか、教育委員会

として審査して点数をつけたわけだから、その

点数の根拠をしっかり示すことがが説明責任だ

と思うんです。どういった審査のポイントがあ

り、利点があったのか、形式的なところだけで

はなくて、具体的に説明してもらわないと、何

とも言いようがないです。

具体的なこととして、ラグビーの合宿など説

明して受け止めてくださいと思っているかもし

れないけれども、具体的ではないと思います。

ただ競技を並べているだけであって、どういっ

たものを持ってこようとしているのかとか、何

月頃にしようとしているとか、木花の運動公園

もどうなるのかとか、県民の関心は非常に高い

ので丁寧に説明してほしいです。

委員がおっしゃると○田中スポーツ振興課長

おり説明が足りませんでした。

選定委員会で山之口陸上競技場に関する提案

書を見た中では、県と市の施設をそれぞれ管理

するけれども、一体的にしっかり運営する上で

連携が取れるのか、運営面において柔軟な対応

は可能か、予約状況の食い違いがないか、利用

料金が適正かなどの意見が出ました。

それから、この総合運動公園のグループにも

、スポーツ施設協会が入っているんですけれども

どのような立場なのか、そういう確認が中心で

ございました。今までの実績に基づいた計画は

できているんですけれども、細かい部分の計画

は、この指定がしっかり確認されてから、教育

委員会と観光推進課とともに、県のスポーツ施

設協会が入っている両方のグループ、都城市と
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連携しながら御示唆いただいたような内容を精

。査しながら計画を進めてまいりたいと考えます

、 、 、○二見委員 今回の指定管理は 今後 ５年間

プールは15年間ということで、重い判断をされ

ているわけですが、どんな事業計画が出ている

のかは我々には分からないままです。会議のほ

、 、うで決定し 採点結果の数値でしか見れないし

どんなものを見て判断したのかも全く分からな

い。

それで、行政と有識者などのダブルチェック

でやっているので、正当性を担保したという思

、 、いだろうけれども 経営をよくしていくために

いろんなことを取り組んでいってもらわないと

いけない。民間レベルにおいて、いかに活用し

て稼いでいくかということ、活性化につなげて

いくかというところにフル回転で動いてもらわ

ないといけないんです。

だからこそ、事業計画がどのようになってい

るのかは、非常に関心が高いです。チャレンジ

したけれども、うまく話がまとまりませんでし

たというのもあると思う。でも、次から次に手

を打っていくところが見えてくるようなスタン

スで判断してもらわないといけないのに、１者

だけで、最低限は超えているからオーケーとい

うのは違いますよね。

県の主要施設がこういう手続で進んでしまう

ことは問題だと思うんですけれども、審査のや

り方、情報の公開の仕方、決め方による問題意

識は持っていないんですか。

先ほどから、いろい○田中スポーツ振興課長

ろな御指導をいただいていまして、確かに資料

の提示の仕方や、資料が足りませんで、申し訳

ないと感じております。いただいた御意見を重

く受け止めまして、しっかり審査をして、反省

もし、また資料の提供等も考えていただいてい

ます。

また、１者だったということで、そのことが

マイナスにならないように、また、指定管理者

には、県の思いもしっかりお伝えしながら、同

じ考えでしっかり取り組んでいただくように、

今後、努めていきたいと考えます。

スポーツ振興グループなんですけ○福田委員

れども、このグループはどういう組織になって

いるんでしょうか。

このグループは、こ○田中スポーツ振興課長

の指定管理を行う目的だけに組まれた一つのグ

ループと認識していただけたらと思います。

指定管理のグループの内容をオー○福田委員

プンにしていただくと、もっと分かりやすい気

がします。

今後、いただいたよ○田中スポーツ振興課長

うな意見を踏まえまして、グループの在り方を

提案しながら、これまでに実績のあるグループ

とも話しながら、よりよい形ができるように取

り組んでいきたいと思います。

事業計画について資料提供等の○重松委員長

話がありました件についていかがでしょうか。

どこまで提供できる○田中スポーツ振興課長

のか、できる部分があるのかということも含め

て確認させていただきたいと思います。

分かりました。資料提供につい○重松委員長

ては、その後またお願いしたいと思います。

私は県のプールについて伺いた○前屋敷委員

いと思います。

ひなたメドレー株式会社が指定管理者という

ことになっており、また、この会社とは、令和

３年に事業者としてプールの建設事業の契約が

済んでいる。契約金額は155億9,000万円余の、

ＰＦＩ事業ということで、恐らく宮崎県は初め

てと思うんです。このＰＦＩ事業は様々懸念す



- 27 -

令和６年12月４日(水)

べきことが多々ありますが、この指定管理者と

して15年３か月間、民間の企業が県の施設であ

るプールを運営するということになるわけです

。 、 、よね それで 利用料金の設定などについては

どのように県として考えているのでしょうか。

このＰＦＩ事業は、○田中スポーツ振興課長

設計、公共施設等の建設、維持管理、運営等を

民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用し

て行う手法です。この事業のメリットとしまし

ては、事業全体のリスク管理が効率的に行われ

ることとか、全ての設計・建設から運営等を一

─体的に扱うことで事業コストが削減できる

質の高い公共サービスの提供が可能と認識して

おります。

本県としては、委員がおっしゃったように初

めてだろうと思いますけれども、プールにつき

ましては、他県でも事例がございまして、新潟

県や栃木県等のプールで、同じような事業を活

用されており、鹿児島市の新鴨池水泳プールも

この手法を活用されたと伺っています。

15年とあるんですけれども、これも、この事

業の選定会議の際に、この会社に参加する企業

からいろんな提案がありました。先ほどありま

した安定的な経営とか、質の高いサービスとい

うようなところからこの期間が適当であり、他

県も同じような状況と伺っています。

前後しますが、複数の企業というのは、御承

知のとおりだと思うんですけれども、鹿島建設

とか大和開発が建設されて、他県のいろんな管

理もされているシンコースポーツ九州という会

社が運営されて、全体のマネジメントを米良電

機がされています。そういった会社が集まられ

て、特別目的会社としてひなたメドレー株式会

社があると認識しております。

利用料金等につきましては、新しいプールで

すので、これまでのプールよりは少し高くなる

ところもあると認識しておりますけれども、た

だ、これまでの実績と他県の状況はしっかり踏

まえて提案していただいておりますので、県民

へ物すごく負担が出るとは考えていないところ

でございます。

今の時点では、料金も非常に不○前屋敷委員

透明ですよね。公共施設ですから、それなりの

民間以下の安さを県民の皆さんは期待されるわ

けですけれども、民間企業に委ねるという形に

なって、今の料金よりも高くなるであろうと推

測されておられるということですよね。

、 、それと この15年間という期間ですけれども

指定管理はいろいろな事業で県内でも多くやっ

ていますが、大体長くても５年というのが普通

になっています。この15年間の途中で点検のよ

うな経過の報告などを受けることになっている

のでしょうか。

金融機関による調査○田中スポーツ振興課長

であったりとか、それぞれのチェック機能によ

りモニタリングをしっかりやるというようなと

ころは、県も含めて実施していきます。15年と

、 、いう長い期間になりますので 運営は年度ごと

通常の指定管理よりも入念に行っていくシステ

ムにはなっているところです。

毎年そういう報告を受けたりす○前屋敷委員

るシステムになっているんですか。

それはプールに限ら○田中スポーツ振興課長

ずなんですけれども、１か月ごとに行われる指

定管理者の会議に県も入って報告を受けており

ます。年度に限っていいますと、報告書や、ア

ンケート調査の結果であったりとか、県民の方

々のニーズを踏まえる場もあります。

県がＰＦＩ事業をやろうと決断○前屋敷委員

したところには、コスト削減が一つあると思う
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んです。どれほどコスト削減されると判断をさ

れて、ＰＦＩ事業にしようということになった

のでしょうか。令和３年度の委員会での御説明

はあったのかもしれないんですけれども、改め

て聞かせていただければと思います。

これは、今御指摘い○田中スポーツ振興課長

ただいたように、県が自ら実施する場合とＰＦ

Ｉ事業を活用した場合に、その当時の試算では

ありますが、少なくとも約５億円は軽減される

見込みで、この事業を取り入れることに至った

と認識しております。

施設の所有権は県ですが、その○前屋敷委員

後の事業や維持管理は民間が15年間やるという

ことですけれども、長期になれば、いろんな問

題が発生したりとか、国内でもＰＦＩ事業をし

た施設で事故が起きたりしている事例が上がっ

ているんです。

そういったときに、果たして最終的にどこが

責任を持つのでしょうか 大きな責任問題に至っ。

ている事例もありますので、その辺のところは

。しっかり明確にしておく必要があると思います

所有権は県だということで 県が全てのそういっ、

た責任を負うことになるのか。本来、そうでな

ければならないと思うんですけれども、そのと

きに事業主体の指定管理者の責任は免除されて

いくのか そういったところも非常に県民にとっ、

ては心配をするところなんです。その辺は、ど

のように考えていらっしゃいますか。

、○田中スポーツ振興課長 おっしゃるとおりで

いろんなことが起こると予想されています。災

害も含めて、いろんな施設改修であったり、対

応をしなければならないと予想しています。

実際には、金額についても、これ以上であっ

たら県が請け負う、これ以下であったら指定管

理者が請け負うと定めておりますし、緊急時の

対応について、マニュアルに沿って行うように

準備しております。もう一度会議の際に管理者

と確認をしっかりしながら、それぞれの責任に

ついても丁寧に整理をして、委員がおっしゃっ

たような、県民の皆さんが心配されるようなと

ころを補完できるように努めてまいりたいと考

えます。

最後にします。コスト削減でい○前屋敷委員

えば、５億円程度削減できると見ておられると

いうことですが、確かに安く上がることに異論

はありませんけれども、この５億円程度が果た

して県民の皆さんにとってプラスになっていく

のかどうかというのは、利用率の問題も含めて

今後の経過も見ないと分かりません。また、県

民にそれだけの利益が返ってくるのかというこ

とも含めて、注視をしていかなければならない

課題だと思っています。

このプールにつきま○田中スポーツ振興課長

して、今回、指定管理のお話をしていますけれ

ども、施設全体としましては、商業施設が入っ

たり、大学の施設等が入ってきて、駅からも近

いということで、県民の方々のにぎわいが創出

されると期待されております。

その中でプールもいろいろな方に利用いただ

いて、県外からの大会誘致も含めて、しっかり

活用していただけるように努力していきたいと

思います。

宮崎総合運動公園と山之口陸○下沖副委員長

上競技場の指定管理者のグループを、インター

ネットで検索しても両方とも出てこないんです

けれども、これは宮崎県スポーツ施設協会の傘

下というか、地域のスポーツ団体もこのグルー

プを構成しているのか確認させてください。

次期指定管理候補者○田中スポーツ振興課長

のうち、宮崎県総合運動公園のグループについ
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ては、県のスポーツ施設協会と県のスポーツ協

会の２つ、山之口のグループにつきましては、

県のスポーツ施設協会と都城市スポーツコミッ

ションということで、いろんな競技団体といろ

んな参加団体は、当然スポーツ協会に加盟され

ていますので、そのような形に実際はなろうか

と考えます。

木の花ドーム、ひなた武道館○下沖副委員長

とかもですけれども、ここが多くの施設の指定

管理を受けているような状態ですよね。

あと、公益財団法人ですけれども、ここから

県への出向、もしくは県からこの財団法人に出

向していることはないですよね。

県スポーツ施設協会○田中スポーツ振興課長

につきましては、実際、県のスポーツ行政の経

験者のＯＢが事務局長として着任されて、いろ

いろな経験を基に采配を振るわれております。

公益財団法人宮崎県スポーツ協会は、県から

の出向も実際いる状況でございます。

、○下沖副委員長 指定管理を任せるに当たって

その協会に県職員、関係者が出向しているとい

うことですね。

出向しておりますけ○田中スポーツ振興課長

れども、 県を退職して、その団体に所属してい※

る形になっております。

それは定年とかじゃなくて一○下沖副委員長

旦退職して、また採用になるんですか。

実際は、県スポーツ○田中スポーツ振興課長

協会は、年代的には我々と同年代の者が、一度

退職した形にして、県スポーツ協会に勤務して

いるという状況でございます。その後、退職し

て、また県に戻る状況はございます。

事業計画を出せるか出せないかと○二見委員

、 。 、いうのは いつ分かるんですか これは議案で

明日、採決するわけでしょう。

今、確認させていた○田中スポーツ振興課長

だきました。委員の皆様には、この委員会限り

ということで、計画書を提供させていただきた

いと思います。これは、審査が終わっていると

、 、いうことで そのようにさせていただきますが

内容と範囲につきましては、どの部分まで開示

可能か確認後、提供いたしたいと思います。

暫時休憩します。○重松委員長

午後１時58分休憩

午後２時05分再開

委員会を再開いたします。○重松委員長

まず、行政改革推進○田中スポーツ振興課長

室が指定管理について所管されていますので、

資料の提供につきまして、今確認を行っており

ます。急ぎその範囲と内容について確認させて

いただいて、できるだけ早く提供するように準

備をいたしております。

それから、計画の部分で、私の説明が曖昧で

ありましたので、もう少し説明させていただき

ます。基本的には山之口陸上競技場では、全国

大会などの大規模大会 ラグビー、サッカー─

等のいろんな大きな大会を行います。あと、合

宿、それから県内のいろんな強化練習等につい

ては木花の県総合運動公園でやると整理をして

いる計画になっております。

それから、次期指定管理に向けて今回委託の

中でいろんな企業に入っていただいているとい

う話をしましたけれども、大手スポーツメーカ

ーに今回入っていただくということで、次期指

定管理を見据えて、いろんな知見等をいただき

ながら、取り組んでいく状況にしております。

大手スポーツメーカーがその指定○二見委員

管理に入っているとのことですが、どこのこと

※36ページに訂正発言あり
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をおっしゃっていたんですか。

これは、県総合運動○田中スポーツ振興課長

、公園のスポーツ振興グループの中でありまして

県のスポーツ施設協会のほうで、手続をしても

らっているというところでございます。

県スポーツ施設協会に大手スポー○二見委員

ツの会社が入るということですか。

そこの社員にその期○田中スポーツ振興課長

間入っていただいて、指定管理の在り方やレク

チャーしていただきます。マーケティングの方

法等を、そのメーカーは全国的にそういった指

定管理の業務をされている実績があるとお聞き

しておりますので、今回お力をお借りしようと

いうことで考えております。

やろうとしていることは分かった○二見委員

、 、けれども その施設協会の人になってもらって

そこで職員の指導とか、全国のいろんなネット

ワークとかをつないでもらうということなんで

すかね。その大型スポーツメーカーの方が県の

スポーツ協会の一会員になってもらうというこ

とではないですね。

委員がおっしゃると○田中スポーツ振興課長

おりで、今回、職員の方にいろんなノウハウを

伝えていただく内容でございます。

スポーツ振興グループも山之口の○二見委員

グループも代表は県のスポーツ施設協会で、構

成員が県のスポーツ協会と都城のスポーツコ

ミッションと、法人格としては２者ずつ入って

のグループという説明だったと思います。その

中で、代表構成員と構成員の役割、責任、そう

いったところの割り振りはどのようにされてい

るんですか。

基本的には、いろい○田中スポーツ振興課長

ろな対外的なこととか、先ほど御指摘のあった

責任がどこかという話になったときには、代表

構成員が中心になって対応していただくと、県

としても捉えておりますので、そういったお互

いのすみ分けをしていただくようには考えてお

ります。

考えているではなくて、そうなっ○二見委員

ているんですか。この指定管理を行うグループ

というのはすごく曖昧なものです。今回も、代

表構成員が代表となって、そこが表に出てくる

んだろうけれども、指定管理を受けるに当たっ

て、その２者の関係がしっかり規定されている

のでしょうか。それぞれの責任、役割とかが規

定された資料があったのかどうかも分からない

んですけれども、県側が考えているだけでは問

題です。相手方にも認識していてもらわないと

いけないし、規定しておかないと、何かあった

。 、ときに大変になる そのあたりも確認した上で

それを担保できるようなものは、審査するに当

たって残っているのかと、お聞きしているんで

す。

、○田中スポーツ振興課長 規定もございまして

実際の審査委員会でのプレゼンの際もそのよう

な役割分担をされて臨まれていますので、それ

ぞれの団体も認識されております。

今後も 代表構成員にしっかりその意識を持っ、

ていただいて、この指定管理を行っていただく

ように働きかけていきたいと思います。

、○図師委員 指定管理料の収入のところですが

利用料金はそれぞれ施設の利用料金のことだと

思うんですけれども、入場料が伴うような大会

を誘致されたときの観客席の利用料とか、収入

というのはこういう事業計画の中には全く出て

こないものですか。

利用料金につきまし○田中スポーツ振興課長

ては、県で定めているところがございます。入

場料を伴うもの、それから伴わないものがあり
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ます。それは、プロなのかアマチュアなのかと

いうところも含めて規定をしておりますし、ま

た、その減免関係も、県民の方に使いやすいよ

うにということも含めて、しっかり基準を設け

て行っているところです。

入場料を伴う場合の大会とかはこ○図師委員

の収支計画には出てこないけれども、指定管理

の団体によって、その収支は表に出てくるとい

うか、我々が知る由はあるのでしょうか。

基本的には全て含ん○田中スポーツ振興課長

だ形の見込みになっております。その資料提供

も含めて確認したいと思います。

例えば、サンマリンスタジアムで○図師委員

２軍のオールスター戦があったりとか、そうい

う大会のときにはあそこだけでも１万人ぐらい

の観客動員があり、入場料収入がかなり上がる

と思うんです。それらも、この１億1,300万円と

かに含まれているということですか。

その利用料収入は全○田中スポーツ振興課長

てイベント等を含めて主催者の収入になってお

ります。

指定管理者と関係ないということ○図師委員

ですね。

先ほどマーケティングとかコンサルティング

という言葉が出てきたので、経営感覚を審査す

る委員の方々にも入っていただきたいというの

があります。山之口陸上競技場、木花の総合運

動公園とか、指定管理料だけで年間10億円ぐら

。 、いかかるわけですよ マーケティングした場合

果たして経済効果が何億円程度あるのか、何人

集客した場合に飲食・宿泊等々の経済効果がど

れぐらいあるのでしょうか。10億円を超えるよ

うであれば、それは万々歳なんですけれども、

仕掛けとかがしっかりこの事業計画の中に落と

し込まれているのでしょうか。経済効果と言え

。る数字は実際出て来ているものなのでしょうか

これまでの実績に加○田中スポーツ振興課長

えて、今後の誘致も他県の状況も見ながら、今

委員がおっしゃった部分も含めて、目標として

いる収支、稼げる施設を目指して、今回計画を

組んでいただいております。

、○二見委員 皆さんが審査されるに当たっては

基準や数字が合っているのか、見込みに近いの

かとか、この計画の収支とか、どのように考え

て採点されたのか、そのあたりはどうでしょう

か。

委員に公認会計士の○田中スポーツ振興課長

方もおられて、予算の関係はその方に入念に見

ていただいております。これまでの実績を上回

るような計画になっているのか、県がやろうと

している日本一プロジェクト、他県からのキャ

ンプ誘致等、そういったものが盛り込まれてい

るかも含めて、細かい数字はここで申せません

けれども、確認はしていただいたということに

なっております。

公認会計士は、そのような仕事を○二見委員

する人ではないと思うけれども、違いますか。

そういう売上げとか事業で、どれだけの売上を

見込めるとか、プロデューサーというか、イベ

ントをするような人ではないですよね。公認会

計士は公的会計をしっかりやっているかどうか

というのをチェックします。任せているところ

の力点が違うのではないかなと思いました。

御指摘のとおりなの○田中スポーツ振興課長

ですけれども、この収支の整合性がしっかりし

ているのかというようなところで、御説明さし

あげたところです。

計画の内容につきましては、それぞれのスポ

ーツ団体の長の方であったりとか、実際に競技

団体を運営されている方とかにも入っていただ
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いておりますので、そういった側面も確認はで

きております。

実際運営している人たちの方が、○二見委員

見込みについては、よく分かっているのではな

いかなと思います。

では、議案につきましては、一○重松委員長

旦終了させていただきます。

次に、その他報告事項に関する説明を求めま

す。

なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

資料15ページを御覧くだ○間曽高校教育課長

さい。

宮崎県高等学校教育整備基本方針の改定 素「 （

案）について」でございます。６月の常任委員

会で御報告をさせていただきましたが、宮崎県

高等学校教育整備基本方針は中間年の今年度に

改定することとしております。その素案がまと

まりましたので、御説明させていただきます。

１の（３）の内容でございますが、今回は中

間見直しでございますので、２つの柱について

の変更はしておりません。２の改定概要でござ

いますが、急速な少子化の影響を踏まえ、本年

度、外部有識者などから構成されます懇話会な

どで意見聴取を行い、検討してまいりました。

16ページをお開きください。

ページ下の４、改定のポイントにて今回の改

定の主な内容を３点御報告いたします。

１点目が、令和５年に策定されました宮崎県

教育振興基本計画を反映させている点でござい

ます。

２点目が、職業教育を主とする専門学科の方

向性の追記についてです。

３点目が、各地域の募集定員の見通しを変更

した点でございます。

17ページをお開きください。

５の改定内容といたしまして、現方針からの

変更点を中心に御説明いたします。まず、魅力

ある高等学校教育の推進についてです。ア、高

等学校教育の質の向上につきましては、令和５

年策定の宮崎県教育振興基本計画の内容を反映

させております。表の右側、内容に赤字下線で

示した部分が現方針に追加をした部分でござい

ます。

（ア）につきましては、いじめ及び近年増加

傾向にあります不登校等への対応の充実につい

て内容を追加いたしました。

（イ）では、ＩＣＴを活用し、生徒の資質・

能力の育成を目指すことや、ＩＣＴ活用のため

の環境の整備等を追加いたしました。

（ウ）では、地域課題解決等を通じた探究的

な学びにより、より良い社会を実現しようとす

る態度の育成を図る点を追加いたしました。

（エ）では、現方針に引き続き、保健体育の

授業の充実や、学校における体力づくりを推進

してまいります。

（オ）では、ひなた電子図書館サービスを活

用しました、各県立高校における読書活動に加

え、探究的な学習活動の充実を図る点を追加い

たしました。

最後に （カ）では、特別支援学校を含めまし、

た学校間連携を促進することで、学びの機会の

創出を追加いたしました。また、ＩＣＴを活用

しました遠隔授業や通信教育による学校間連携

による特色ある学びも検討してまいります。

そのほか、学校施設の整備について対策を推

進する点も追加しております。

18ページをお開きください。

イ、学科等の方向性につきましては （イ）職、

。業教育を主とする専門学科を改定しております
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職業教育を主とする専門学科の学びの場につ

きましては、比較的小さな規模の学校において

専門学科の学びを可能な限り維持し、地域課題

解決に努める点を加えました。県全体といたし

ましては現方針に引き続き、全県的・総合的な

視野に立ち、適切に維持するとともに、農業や

工業、商業高等学校などの比較的大きな規模の

学校につきましては、畜産科や機械科など、小

学科を可能な限り維持することに努めてまいり

ます。

最後に、19ページをお開きください。

もう１つの柱 （２）活力ある高等学校教育の、

推進についてでございます。

ア、活力ある県立高校づくりの方向性につき

ましては、現方針から大きく変更はしておりま

せん。基本的な考え方といたしまして、視点の

、 、 。１つ目は ａ 魅力と活力ある教育環境の提供

２つ目は、ｂ、地域の持続的成長を支える人材

育成の核としての役割としております。この２

つの視点を持ち （イ）全日制高等学校の望まし、

い規模につきましては、現方針に引き続き、教

育効果がよりよく発揮できるようにするため、

引き続き検討を、また、学校の在り方について

も引き続き検討してまいります。

イ、各地域の学びの在り方につきましては、

具体的な方針をこれまでは地域ごとに記載して

おりましたが、今回の改定において、全ての地

区の共通項といたしまして、主に次の３点に整

理いたしました （ア）が、普通科系学科と職業。

系学科をおおよそ５対５とし、バランスを考慮

する点 （イ）が、学校規模の大小や所在地にか。

かわらず、コミュニティ・スクール等により、

それぞれの学校に見合った地域や高等教育機関

等の持つ教育力を生かしつつ、学校運営の工夫

や改善を図る点 （ウ）としまして、遠隔授業や。

通信教育を積極的に活用した学校間等ネットワ

ーク構築に取り組み、生徒の多様な学習ニーズ

に応える学びの実現を目指す点でございます。

これらを方針とし、各地域の中学校卒業生数

の推移を勘案しながら、各地域の令和10年度ま

での学級数の見通しをまとめたものが右の表と

なります。括弧内の数字が現方針の数値でござ

、 、 、 、いまして 南那珂地区 児湯地区 北諸県地区

西臼杵地区におきましては、今回数の変更を行

いました。募集定員の見通しにつきましては、

あくまで現時点での予測の数でございまして、

最終的な募集定員等につきましては、前年度に

確定し公表することとしております。

16ページにお戻りください。

３、改定スケジュールを示しております。本

日、御報告させていただきます改定素案につき

ましては、今回御意見をいただきますが、その

後、パブリックコメントにていただいた意見も

参考にしながら最終案を作成してまいります。

最終案の報告につきましては、当初の予定より

早めまして１月の定例教育委員会を経て、同じ

く１月の閉会中常任委員会にて御報告・公表す

る予定としております。

本方針は今回改定いたしますが、引き続き高

等学校の教育の質の向上と、生徒にとってより

良い教育環境の提供を進め、より魅力のある県

立高等学校を目指してまいります。

続きまして、資料20ページを御覧ください。

令和６年10月末現在の県立高校生の就職内定

状況につきまして御説明をいたします。

採用選考につきましては、例年どおりの日程

で９月16日より開始されました。

１の就職内定状況を御覧ください。最初の行

にございますように、令和７年３月の卒業予定

者数は男女合計6,128名であり、昨年10月末と比
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較いたしますと89名増加しております。

その下の項目、就職希望者数では （Ａ）の県、

内が1,045名 （Ｂ）の県外が573名 （Ｃ）の合、 、

計が1,618名でございます。

次の項目の就職内定者数では、10月末までに

就職が内定した生徒は （Ｄ）の県内が801名、、

（Ｅ）の県外が447名 （Ｆ）の合計が1,248名で、

ございます。

最後の項目、就職内定率では県内が76.7％、

県外が78.0％、全体では77.1％となっておりま

す。

続きまして、２の就職内定者の県内比率でご

ざいますが、男女合計で64.2％となっておりま

す。昨年10月末と比較いたしますと、2.2ポイン

ト増加しております。

なお 10月末時点で就職を希望し 内定に至っ、 、

ていない生徒は370名 県内が244名、県外─

が126名おりますので、今後も引き続き就職支援

エリアコーディネーターをはじめとする学校や

労働局など、関係機関と連携しながら就職内定

率の向上に努めてまいります。

執行部の説明が終了しました。○重松委員長

。その他報告事項について質疑はありませんか

資料15ページ、２、改定概要で、○武田委員

「外部有識者等の意見を伺いながら」とあるけ

れども、この外部有識者と、宮崎県高等学校教

育整備基本方針の改定（素案）23ページの「宮

崎県学校教育計画懇話会」のメンバーが同じか

どうかと、どういうメンバー構成か教えてくだ

さい。

今年度の「宮崎県学校教○間曽高校教育課長

育計画懇話会」のメンバーにつきましては、学

、 、 、識経験者や企業等の関係者 また 行政関係者

教育関係者、ＰＴＡの方も含めまして、12名で

構成をしております。

資料15ページの外部有識者と同じ○武田委員

方で構成されているのでしょうか。

。○間曽高校教育課長 そのとおりでございます

県西、県北、県南 ３つに分け○武田委員 ─

られていると思うけれども、その割合はどんな

感じですか。

全ての地区を網羅してい○間曽高校教育課長

るわけではないんですけれども、宮崎市在住以

外の方にも御参加いただいています。例えば、

高鍋町、高千穂町、日南市にお住まいの方にも

入っていただいておりますし、また、教育関係

者の中には、これまでの経験の中で様々な地区

を経験した方に入っていただいたりするなど、

配慮しているところでございます。

資料17～18ページについて、子育○武田委員

て日本一を意識しているのに、高等学校の計画

ということもあって、どうしても少なくなって

いくのが前提となっています。出生率を上げて

いこうとしている中、その方向性がなかったの

かなという思いがあるんですけれども、そうい

う話はなかったんでしょうか。

この文面の中には、なか○間曽高校教育課長

なか盛り込めていない部分もあろうかと思いま

すけれども、学び続ける子供たちを育む教育の

推進の中には、私どもが取り組んでおります、

例えば、海外留学などで子供たちを後押しする

事業のことも念頭に入れながら書いているとこ

ろでございます。

福島高校存続のメンバーと情報交○武田委員

換して、今回の素案の概要を説明させていただ

きました。市議会議員から、福島高校や地方の

高校は、人口が少なく、海外留学をさせている

学校に、県外からの生徒を受け入れるには、住

む場所がないといけないという話でした。海外

留学先には、韓国、台湾、中国とかあるが、留
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学先にハワイがあるところはものすごく受験生

が来るということで、そこも含めて頑張ってい

く必要があるということでした。教育委員会と

、して適正な学校の規模とかも大事ですけれども

学校は地域の活力になっているので、できる限

り地域の学校を残していくことを、今後もよろ

しくお願いしたいと思います。

最後の県立高校の就職内定について、今は売

り手市場で、企業も人手不足で困っているとこ

ろです。生徒の行きたいところとのマッチング

、が難しいところもあろうかと思いますけれども

３月に100％にできるように、頑張っていただき

たいので、よろしくお願いしておきます。

これは10月末で締めてい○間曽高校教育課長

るものですから、現時点では、公務員試験がま

だ行われていなかったり、ここに結果が反映で

きていないものもございました。委員から御指

摘がありましたように 例年６月ぐらいまでずっ、

と追っていくんですけれども、その時点では、

ほぼ100％の状況になっておりますので、今年度

も学校と連携しながら取り組んでいきたいと考

えております。

資料20ページに、県立高校就職内○福田委員

定状況について、就職希望者数、就職内定者数

とか、人数が記載されているけれども、例えば

アンケートに 「あなたはどうしてそこに決めま、

したか」とかあると、この時期にはこういうの

をプッシュしないといけないとか、現れてくる

と思うんですが、そういうのはどうでしょう。

教育委員会が主体となっ○間曽高校教育課長

て、子供たちにアンケートを取っていることは

今までしていないんですけれども、県内７地区

に配置しております就職支援エリアコーディネ

ーターという方がおられます。その方々は、学

校で子供たちと日常的に接されるんですけれど

も、その方々のお話を伺いますと、就職で影響

を受けるのは学校の先生であったり、保護者の

方で、また、就職時期を決めるのは３年生の６

月から夏にかけてが多いと聞いております。そ

ういったいろんなお話を聞きながら、しっかり

と取り組んでいきたいと思っております。

私が企業にいた際に、工業高校と○福田委員

かに募集に行っていました。募集に来た人から

いろいろ話を聞いたりすると、高校生は先輩た

ちから引っ張られる人が多いです。例えば 「部、

活の先輩から先に声がかかっているので、もう

決まっているよ」というのは半分以上とかでし

たので、時期も大事かなと思います。

一般質問で就職をするに当たって○二見委員

、１社しか受けられない時期があるということで

メリットとデメリットがあるということだった

けれども 具体的にどういうものがあるんでしょ、

うか。

宮崎県は、９月16日の解○間曽高校教育課長

禁から９月末までは１人１社の応募推薦となっ

ております。10月１日からは１人２社の応募推

薦ができるんですけれども、高校では生徒たち

に就職試験に合格してほしいので、丁寧な進路

指導を行いながら何回も面接してやっていきま

す。もし当初から２社になりますと、子供たち

の負担も増えますし、また、企業側としまして

は、安定的な採用につながらないのではないか

といった御心配の声もあると聞いております。

毎年４～５月にかけまして、企業、校長会会

長、労働局で集まりまして就職問題検討会とい

うのを開いております。その中で、今年度もそ

の話題は出ましたが、企業の方からも、現時点

、では今のままがいいという御意見もありまして

今年度はこの９月16日から９月末までは１人１

社、10月１日から複数という形にさせていただ
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いております。次年度もこの会議はありますの

で、そこでまた話題になってくるかと考えてお

ります。

それについては県内、県外関係な○二見委員

くその基準でやっているということですか。

全国的には４県ほど当初○間曽高校教育課長

から進めているところがございます。

県内を受ける子も１社、県外を受○二見委員

ける子も１社ということで聞いたところです。

。○間曽高校教育課長 そのとおりでございます

県内も県外も９月末までは１社のみの受験とな

ります。

できれば県内にできるだけ残って○二見委員

ほしいというところです。県外を受ける可能性

とか本人の希望もあるんでしょうけれども、県

内採用を増やしていこうという取組として、県

外を受ける子は県内も受けることできるように

なると、県内にとってはいいのかなと思いまし

た。

令和３年度の新しい、宮崎県高等○図師委員

学校教育整備基本方針ですけれども、それ以前

は適正規模という言葉があり、１学年４クラス

以下になりますと統廃合の方針が県内全域で出

されていたんですけれども それが全くなくなっ、

たのは、いいことだと思います。この大転換を

していただいた教育長には本当に敬意を表しま

すし、早くそういう方針が出せなかったのかと

いう歯がゆい思いもします。地元の都農高校、

西都商業高校が前の整備計画の犠牲となって統

廃合されてしまいました。今後は小規模でも魅

力ある学校は、地域の中で核となる、また、に

ぎわい、その子供たちが県内就職を目指す上で

も、ぜひ学校は光り輝いてほしいと思っており

ます。

適正規模という言葉がなくなったということ

、 、なんですけれども １学年１クラスになろうが

１学級が30人や20人になろうが、今後、県立学

校は地域に残すという方針でよろしいのでしょ

うか。

令和10年度まではこの方○間曽高校教育課長

針で進めてまいります。令和10年度までは中学

校卒業生数が今と変わらない１万人程度で推移

してまいりますので、その間は統廃合等は考え

ておりません。

ただし、令和11年度以降につきましては非常

に子供の数が8,000人台、7,000人台という大き

く減少してまいりますので、その際には、まず

統廃合ありきではなくて、遠隔であったり、通

信教育であったり、学校間連携であったり、残

す道はないのかということをしっかりと考えた

上で生徒や保護者、地域の方々のニーズを踏ま

えて高等学校の在り方を引き続き検討してまい

りたいと考えているところです。

暫時休憩いたします。○重松委員長

午後２時42分休憩

午後２時52分再開

委員会を再開いたします。○重松委員長

お時間いただいてお○田中スポーツ振興課長

ります件について、３点お願いいたします。

まず、資料提供につきましては、準備が整い

ますので、この後提供させていただきたいと思

います。資料を見ていただいた後、回収させて

、いただくということで確認ができていますので

明日回収させていただきたいと考えますけれど

も、いかがでしょうか。

２点目ですけれども、先ほど下沖副委員長か

らスポーツ協会の職員のことで 県の職員が入っ、

ているのではないかということでの御質問をい

ただきました。そのとき、退職していると説明
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いたしました。私自身、平成19年に県スポーツ

協会に勤務しました。そのときは退職届を自分

で書いてスポーツ協会に行きまして、３年間勤

務して、退職してこちらに戻ってきたという経

緯がありましたので、そのようにお答えしたん

ですけれども、現在は、公益財団法人になって

いるということで、派遣ということになってお

ります。退職というのは撤回させていただきた

いと思います。

３点目ですけれども、事前に団体から問合せ

等がなかったのかという御質問で、１団体だけ

だったとお答えしたんですけれども、実際は説

明会を行っておりました。木花の運動公園には

３団体、山之口陸上競技場には５団体、説明会

に来られたという経緯がございましたが、最終

的に応募があったのは１団体ということでござ

いました。

資料の回収は明日の採決後でも○重松委員長

よろしいですか。

そのようにお願いい○田中スポーツ振興課長

たします。

承知いたしました。○重松委員長

事業計画の回収は、採決後でいい○武田委員

と思うんですけれども、委員長はコピーをとら

ないように委員に確認していただきたい。

説明会に来られた３団体、５団体が、なぜこ

の選定基準を見て無理だなと思ったのか理由を

調べていただきたいと思いました。

そのようなヒアリン○田中スポーツ振興課長

グをしっかりやりまして、今後につなげたいと

思います。

委員の皆さんは、事業計画はコ○重松委員長

ピー厳禁でお願いいたします。

暫時休憩します。

午後２時56分休憩

午後２時59分再開

それでは、委員会を再開いたし○重松委員長

ます。

事業計画書の提出を受けてから、議案の審査

に戻りますので、請願の審査から行います。

請願第12号について、執行部からの説明はあ

りますか。

御提出いただいております○菊池教職員課長

請願書を御覧ください。

宮崎県教育委員会に対してありました請願項

目につきまして、簡単ではありますが、御説明

させていただきます。

まず、請願項目Ⅰ（１）につきましては、本

県での教員採用試験の受験者確保に向けて様々

。 、な取組を行っているところでございます また

一方で、臨時的任用職員の任用希望者も減少し

ている中、会計年度職員での任用希望者が増加

するなど、60歳以降の働き方を含め、その任用

形態が多様化している状況でございます。

県教育委員会といたしましては、学校の働き

方改革や心身の健康対策を推進し、教職員が健

康で誇りとやりがいを持って能力を発揮できる

よう、さらに環境の整備、充実に努めさせてい

ただきたいと考えています。

続きまして、請願項目Ⅰ（２）の①につきま

しては、関係法令に基づきまして、臨時的任用

職員による補充を原則としており、その任用の

特定の学校に欠員が多くなることがないよう、

市町村教育委員会と協議しながら配置している

ところでございます。

請願項目Ⅰ（２）の②につきましては、加配

定数は、いじめや不登校等への対応など、学校

や地域が抱える課題解決のために、国の予算の

範囲内で都道府県等に配分されており、本県で
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は、市町村及び学校へのヒアリングを行い、適

正に配当しているところでございます。

それでは、委員から質疑はあり○重松委員長

ますか。

会計年度任用職員の希望が多い○前屋敷委員

というのは、どういう状況なんでしょうか。

本来であれば、私たちも常○菊池教職員課長

勤講師を望んでいるところでございますが、定

年延長等が始まりまして、60歳を迎えた方々が

、 、そのまま職を担うのではなく 一度職を離れて

違う形態での勤務をしております。多様性と申

しますか、御自分の生活を大事にしたいと、い

ろんな思いからそのような人が増えていると分

析しているところでございます。

、 、○前屋敷委員 定年後の働き方ではなくて 今

臨時的に採用されている方とかは、短時間労働

では生活が賄えないということがあったり、何

校か掛け持ちでないと仕事がないとか、そうい

うことの解消が必要ではないかと思うんです。

教育の中身そのものも含めて、子供たちに対し

ての教育の在り方とか、意欲を持って教職に就

いておられる方への改善はなされないのでしょ

うか。

、○菊池教職員課長 委員のおっしゃるとおりで

私たち、教職員のウェルビーイングという形で

も呼んでおります。先生方が、生きがいととも

に、自分の力をしっかりと発揮できる環境を整

備することは、働き方改革にも十分対応する部

分だと考えております。

一つは、働き方改革をしっかりと行い続けて

いくという部分、あと、任用形態が変わってお

りますので、その一つ一つに合った今後の課題

でありますとか、県としても状況をしっかり把

握し続けていけないと考えております。

（１）教職員任用は正規採用を基○武田委員

本とするということが請願に記載されているけ

れども、基本としていないのでしょうか。

それと （２ 「恣意的な格差を作らない」と、 ）

ありますが、どうなのでしょうか。

正規採用を基本としている○菊池教職員課長

のは間違いございません。今、その採用に手を

挙げる人材が不足しているというところから、

私どももやれることはやっている状況でござい

ます。

恣意的な格差をつくらない、結果としてこの

ような状況が生まれないためにも、教職員配置

につきまして、私たちはヒアリングを一番重視

しているところでございます。校長と職員との

、 、ヒアリング 教育委員会と校長とのヒアリング

また、教育事務所と私たちのヒアリング、その

あたりをしっかり、やっていきながら、先生方

一人一人との関係をつくって、また、公正公平

にやっていくことが一番と思っているところで

す。

今の答弁を聞くと、正規採用を基○武田委員

本としている。それと、恣意的な格差はつくっ

ていないし、恣意的にしていない。状況や見方

によってはあるけれども、恣意的にやっている

ことはないということで了解しました。

加配定数の問題で、予算の範囲○前屋敷委員

内で適正に配置ということなんですけれども、

この加配定数の配当そのものが、県の現在の配

置についての問題ではないでしょうか。もっと

加配してほしいという声があるのではないかと

請願の方も言われているんですけれども、その

あたりはどのように見ておられますか。

加配定数の要求の状況と捉○菊池教職員課長

えさせていただいてよろしいでしょうか。

加配につきましては、正直申しまして、この

１～２年、教諭自体も人材不足によりまして、
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人材自体が見つかっていないという状況も否め

ません。

そういう意味では、市町村教育委員会や県教

育委員会がそれぞれの課題を持って、そこに投

入したい人材が今、なかなか見つからない状況

がございます。

、 、ですから まずはこの状況を打破するために

人材の確保と、魅力ある教員や魅力ある職場の

周知、ガイダンスを含めて取り組んでいるとこ

ろでございます。

人材の不足というのは大きな問○前屋敷委員

題なんです。そこで働かれる先生方が安心して

働けるかどうかというところが、問題の一つで

はないかと思うので、その辺のところも加味し

ていただいて、これからの教育に当たっていた

だきたいと思います。

教職員の任用は正規採用を基本と○福田委員

していますが、例外はどのようなことになるん

でしょうか。

まず、正規採用を基本とし○菊池教職員課長

ておりますが、例えば、100人の正規採用が欲し

い状況にありながらも、人材が見つからない、

手を挙げていない状況が一つございます。

そのほかにも、臨時的任用職員というのがご

ざいますが、例えば、育児休業に入った先生が

今、増えているんですけれども、その方の代わ

りに学級担任を任されたり、教科指導されてい

る先生もたくさんいらっしゃいます。

そういう意味では、先ほど、前屋敷委員にも

言われましたが、いろんな方々が本当に充実し

て、教鞭を執れるような、そういう環境をつく

る必要があると考えています。

そういう場合は、試験を受けない○福田委員

ということになるんですかね。

臨時的任用講師につきまし○菊池教職員課長

、 、 、ては システムに登録しまして その登録から

各学校長が面談をすることで、任用を進めてい

るところです。

ある時期に現場に行ったときに、○二見委員

校長先生たちが電話をかけていて大変忙しい状

況で、校長先生がリクルートしていました。現

場に任せ過ぎじゃないかなって感じがします。

もう少し制度とか考えられないものですか。ほ

かの県でも同じようなことをやっているんです

かね。

、○菊池教職員課長 昨日からうちの職員が１人

鹿児島県教育委員会に出向いて その視察に行っ、

ております。

、 、教育長からも 早いうちに指示を受けまして

、 、今回 すぐにはできないかもしれないけれども

どういう方策が考えられるか、まとめようとし

ています。

委員がおっしゃるとおり、校長先生の負担は

かなり増えていまして、精神的にもまいられて

いる校長先生たちの実態も十分、把握しており

ます。そのあたりをしっかり見据えて、私たち

も取り組んでいきたいと思います。

臨時的任用講師の方は、毎年、教○図師委員

員採用試験を受けつつも、クリアできない方々

が多いんだと思うんです。ちなみに、看護師も

そうなんですが、潜在的資格というか、免許は

持っているけれども、試験すら受けなかったり

進路変更して教員にはなっていないが、教─

員免許だけは大学のカリキュラムで取っている

という人たちの情報というのは、教育委員会は

持っているのでしょうか。

例えば、看護師業界では潜在的な看護師にも

アプローチしながら現場復帰しませんかとか、

再就職、違う職に就かれていればこっちに来ま

せんかというようなアプローチもされているよ
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うなんですけれども、教育委員会でそういう情

報や取組はいかがでしょう。

誰が教員免許を取っている○菊池教職員課長

という細かなデータはもちろん持っておりませ

ん。ただし、大学訪問、チラシ、ＳＮＳ等も含

めて周知させていただいています。

また、この前の日曜日に県の来年度の採用説

明会を行ったんですけれども、そこで初めてペ

ーパーティーチャーの方が20人ほど、入ってお

られました。一昨年からペーパーティーチャー

を対象にした講習会を始めておりまして、今ま

、で１～２人だった参加者が10人ほどになったり

宮崎会場では20人を超えたりと、そういう状況

があります。本当にやれることを一個一個、委

員がおっしゃるとおり、やっていきたいと思っ

ています。

ほか、ございませんか。○重松委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

請願について終了させていただ○重松委員長

きます。

暫時休憩します。

午後３時11分休憩

午後３時12分再開

委員会を再開いたします。○重松委員長

その他で何かございませんか。

ある先生の話を聞いていたら、工○二見委員

業高校を卒業して、一般の企業に就職したけれ

ども退職して、通信制で小学校教員免許を取っ

て先生になられたことです。今、教頭先生にな

られており、そういうキャリアのつくり方もあ

るんだなと思いました。

人材を多様に募集するに当たっては、県内の

教育環境 高校教育とかでも、こういう選択─

肢を伝えることが重要かと思いました。宮崎県

で先生になるに当たっては、最初から諦める必

要はないと何か若者たちに見せてあげるとか、

示していく必要もあるのかなと思いました。宮

崎県の教育や先生の環境がいろんな分野から

引っ張ってこれるような、魅力的なものじゃな

いといけないと思うんですよね。

先生たちというのは、子供たちに教えること

や、授業をすることが楽しいんじゃなくて、子

、 、供たちとの触れ合いの中で いろんな思い出や

、子供たちの成長を楽しみにしていると思うので

そういうことを実感でき、うまく伝えられるよ

うな取組が必要ではないかなと思いました ジョ。

ブカフェとかに教育長が行かれて、若手や学生

、と話をされたりすることがあるんですけれども

決して教育学部に限ることはないんだろうと、

多方面からのアプローチを求めていく募集の在

り方、ほかのところから入ってくる方へのサポ

、 、ート制度 システムを考えていくということは

ほかの県にないのかなという気もするし、宮崎

県の魅力の一つにもつながるんじゃないかなと

思うんですけれども、いかがでしょうか。

二見委員のおっしゃるとお○菊池教職員課長

りで、昨年度からスタートしたのが、まさにそ

こでした。例えば、宮崎県でも工学部や農学部

にガイダンスに参りますと、かなりの学生が聞

いてくれました。あと、ドリームカフェと申し

まして、高校生まで下ろしまして、教員を目指

したい人たちを集めたら昨年度160名ぐらい集

まってきました。その中で、例えば、ジャイア

ンツのアカデミースクールに就職していた人が

教育との結びつきを話してくれたんですけれど

も、そういう取組を行っております。

委員がおっしゃるとおり、いろんな部分でア

イデア出しだと思っておりますので、また御意

見をいただきながら、私たちもまた取り組んで
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いきたいと思います。

夢を持っている子もいるんだろう○二見委員

けれども、子供たちは、本当に知らないところ

。 、からスタートしているんじゃないですか 知識

経験、特に体験が大きいので、いろんな体験を

させてあげることが、子供たちの主体性にもつ

ながっていくというところで、子供たちのそう

いうところを引き出してあげるようにしていた

だきたい。

計画のところでも、教育の在り方とかあった

と思うんですけれども、主体性を引き出す子供

たちの育成、先生たちへの憧れを持ってもらう

ためには、イメージをよくしていかないといけ

ない。管理職の先生たちも、早く現場やクラス

に戻りたいという人も結構いらっしゃるんじゃ

ないですか。

担任になってもほかの仕事が忙しくて、子供

たちと向き合う時間が少ないとか、そこ辺の改

善は早くしていかないといけないでしょうね。

その他で御意見がある方 いらっ○重松委員長 、

しゃいませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

その他も終了させていただきま○重松委員長

す。

暫時休憩します。

午後３時15分休憩

午後３時22分再開

それでは、委員会を再開いたし○重松委員長

ます。

今、追加資料をいただきましたけれども、膨

大であり、これからの時間で審査することは、

難しいので、頂いた追加資料を我々も見て、明

日午前10時に説明を受けてから、また審査した

いと思います。今日は、これで終了させていた

だきます。

午後３時25分散会
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午前９時59分再開

出席委員（７人）

委 員 長 重 松 幸次郎

副 委 員 長 下 沖 篤 史

委 員 二 見 康 之

委 員 武 田 浩 一

委 員 福 田 新 一

委 員 前屋敷 恵 美

委 員 図 師 博 規

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

教育委員会

教 育 長 黒 木 淳一郎

副 教 育 長 大 東 収

教 育 次 長
吉 玉 拓

（教育政策担当）

教 育 次 長
北 林 克 彦

（教育振興担当）

教 育 政 策 課 長 佐 藤 雅 宏

スポーツ振興課長 田 中 裕 久

事務局職員出席者

議 事 課 主 事 黒 木 燿一朗

政策調査課主任主事 岩 倉 有 希

ただいまから、文教警察企業常○重松委員長

任委員会を再開いたします。

執行部入室のために暫時休憩いたします。

午前９時59分休憩

午前９時59分再開

委員会を再開いたします。○重松委員長

本日、委員会に１名の傍聴の申出がありまし

たので、これを認めることにいたしました。

傍聴される方にはお願いいたします。傍聴人

は、受付の際にお渡ししました傍聴人の守るべ

き事項にありますとおり、声を出したり拍手を

したりすることはできません。

当委員会の審査を円滑に進めるため、静かに

傍聴してください。また、傍聴に関する指示に

は速やかに従っていただくようお願いいたしま

す。

それでは、昨日提出がありました追加資料に

ついて説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いをいたします。

本日も、どうぞよろ○田中スポーツ振興課長

しくお願いいたします。

それでは、まず、説明させていただきます。

まず、追加資料を見ていただく前に、県の総

合運動公園等と山之口陸上競技場等の２つの指

定管理候補者の代表である宮崎県スポーツ施設

協会について説明させていただきたいと思いま

す。これまで各競技団体の大会やプロスポーツ

キャンプの受入れ、運営等に携わってきた実績

と、大規模大会のみならず、県民の皆様により

スポーツに親しんでもらう場を提供する活動や

取組等を行ってきていただいている団体であり

ます。

こうした実績を踏まえ、今回、代表として、

それぞれの事業計画書も作成されているという

ことで、見ていただけるとありがたいと考えま

す。

それでは、まず、追加資料についての御説明

になりますけれども、県スポーツ振興グループ

令和６年12月５日(木)
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の総合運動公園等の事業計画書を御覧いただけ

ればと思います。

まず、スポーツの普及や施設の利用者を増や

す取組について、追加資料１～２ページを見て

いただければと思います。

これは、県民向けとして幅広い世代を対象と

した多種多様なスポーツ教室を予定しており、

また、県民の皆様のニーズに合わせて事業を展

開し、健康増進も含めたスポーツの普及振興に

努める計画としております。

さらに、プロスポーツ選手が所属する民間企

業に働きかけを行い、陸上競技やサッカーなど

のプロスポーツ選手によるスポーツクリニック

の実施や、九州規模の武道大会の誘致等にも取

り組む予定となっております。

次に、追加資料30ページを御覧ください。

６番、その他、施設の効用の発揮に関する提

案等の３番でございますが、記載のとおり、民

間企業のノウハウを生かしたイベント事業等を

計画しており、これまで以上の誘客・収益確保

のための方策が盛り込まれております。

次に、利用料金収入の見込みについてであり

ます。

追加資料33ページを御覧ください。

こちらの１番の（２）の中段にございます表

の中の利用料金収入（Ｂ）の列に、各年度の利

用料金収入見込額を掲載しております。

ここで１点、追加資料の訂正です。令和７年

度の額について、１億1,364万5,000円と記載し

ておりますが、その下の令和８年度と同じ１

億1,365万4,000円に訂正をお願いいたします。

この提案された収入見込額は、県の積算額と

同額ではありますけれども、県の積算額をこれ

までの実績を基に設定しておりまして、今後、

閉鎖する施設や大規模改修等で利用を停止する

施設がある中で、実績と同水準の収入を確保す

るためには、さらに利用者を増やす取組が必要

となります。

この宮崎県スポーツ振興グループでは、県が

示しました積算額を最低限到達すべき水準と捉

え、同額の収入確保を行った上で、新たな取組

を実施することで、さらなる収入確保に取り組

んでいくとしております。

続きまして、山之口陸上競技場等の資料につ

いて御説明いたします。

そちらの山之口陸上競技場スポーツ振興グル

ープの事業計画書を御覧いただければと思いま

す。

まず、追加資料11ページを御覧ください。

施設の稼働率の向上を目的とした取組につい

てであります。

スポーツキャンプや大会誘致、合宿等の受入

れ、イベントの運営支援など、自主事業を通じ

て住民ニーズに応え、期待感により住民が集う

場所となるような計画となっております。

次に、追加資料12ページでありますが、県民

のスポーツ振興、競技力向上に関する取組とし

て、スポーツ教室、ヨガ、フィットネス教室、

スポーツ用品譲渡会の開催などを予定しており

ます。既存の利用者だけでなく、新たなニーズ

とのマッチングにより、スポーツに触れる機会

を増やす計画ともしております。

次は、追加資料17ページを御覧ください。

こちらには、施設のポテンシャルを最大限に

発揮するための考え方が記載されております。

総合運動公園と山之口運動公園の２つの陸上

競技場があることを強みと捉え、都城志布志道

路も開通ということで、そちらも生かした商圏

範囲を設定するなど、差別化を図った事業の計

画となっております。以前、一般質問のほうで
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もいただきましたときにお答えしていますが、

今後、南九州の新たな拠点としての強みを生か

すというような計画にもなっております。

、 、次に 利用料金収入の見込みについてですが

追加資料27ページを御覧ください。

各年度の利用料金収入見込額は、資料の中段

にある表のとおりとなっております。

これにつきましては、当該収入見込額は県の

積算額とほぼ同額であります。

宮崎県山之口陸上競技場スポーツ振興グルー

プの積算の考え方としては、県総合運動公園の

、 、利用実績等を基に算出しておりまして さらに

県外の同規模施設に聞き取り等を行った上で、

算出額が妥当であると判断した上で設定したも

のとなっております。

この収入見込みは、県総合運動公園のこれま

での利用者を山之口に取り込むということでは

なく、事業計画の説明でも申し上げましたとお

り、差別化を図った上で可能な限り新たな利用

者層を獲得していくということになっておりま

す。

以上が、両グループの事業計画等の説明にな

ります。

利用の分散だけではなく、各施設の立地等を

踏まえ、それぞれの強みや特性を生かした利用

促進を図っていくということで、県としてもこ

の指定管理をしっかり捉えていきたいと考えて

おります。

執行部の説明が終了しました。○重松委員長

。議案について質疑はございませんでしょうか

昨日、このように選ばれたという○武田委員

説明があれば、事業計画を出してもらわなくて

もよかったのかなという気もしています。

それと、この指定管理料の設定に当たって、

県もある程度積算したところを加味しながらと

いうことでした。自主事業とかによって、今以

上に収入が増えた場合には、指定管理料はどう

なるんでしょうか。

昨日 説明不足となっ○田中スポーツ振興課長 、

てしまい、誠に申し訳ございませんでした。

、収入が増えた分という御質問につきましては

収入の分の差額の２分の１は、県のほうにとい

う規定で示しているところでございます。

それと、木花の総合運動公園の施○武田委員

設管理料が４億4,000万円余、利用料の収入が１

億1,300万円余です。約20％が収入になっていま

す。山之口陸上競技場の場合は１億800万円余が

、 、施設管理料で 利用料が1,000万円となっており

約１割を切る感じなんですけれども、この差額

はどう考えればいいのでしょうか。

県の総合運動公園の○田中スポーツ振興課長

ほうは総合施設であり、施設が多数にまたがっ

、 。ていることから この額になると考えています

一方、山之口は、陸上競技場のみということ

で、県の総合運動公園と比べると、少なくなる

と捉えているところでございます。

あと、もう１つですが、自主事業○武田委員

の面で、山之口は都城市から３つぐらいの事業

に対して補助金が出ていますが、補助金を引く

と赤字になります。

総合運動公園は、多分、補助金という項目が

ないので、県からの補助金は入っていないんだ

ろうなと思っているんです。

その補助金があるかないかと、都城市の補助

金がないと自主事業が赤字になるというところ

、 、を どのように判断されているのかなと思って

お願いします。

県の総合運動公園の○田中スポーツ振興課長

ほうは、補助金はございません。ただ、山之口

陸上競技場につきましては、会議のほうでも、
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正直申しまして話題にもなりませんで、こちら

の確認がしっかり取れておりません。今後その

部分について、内容の確認を、急ぎさせていた

だければと考えます。

審査は終わったんですよね。都城○武田委員

市が補助金を出している関係で、幾ばくかの黒

字になっているので、今後、自主事業をやって

いく上で、補助金ありきの形なのかなと思いま

した。一方、運動公園のほうは黒字を出されて

いるので、自主事業の考え方はどうだったのか

なという思いがあって質問しました。審査が終

わっているのに、確認させてくださいというの

は、おかしいなと思うんです。

都城市スポーツコ○田中スポーツ振興課長

ミッションには、都城市も入られて、いろいろ

な運営を展開されているということで、補助金

ありきというよりも、今からできる競技場です

ので、そのあたりを含めて都城市のほうからも

しっかりサポートもいただきながら運営してい

くという部分とは捉えているところでございま

す。

最後にしますけれども、今回、指○武田委員

定管理者の応募が１者だったということが問題

であって、そこの透明性を高めていただきたい

ということです。

まず、山之口陸上競技場の収支計○図師委員

画書を見せていただいた冒頭から愕然としたん

ですが、新規施設であることから利用料金収入

の算定が、県が示す基準額を計上しているとい

うことでした。であれば、積算が協会側と県が

ほぼ似ているのはもう当たり前のことで、何で

協会側独自の積算根拠を持たないのか。結局、

県が示している基準というのは、県の総合運動

公園の今までの稼働率、使用団体とか、そこら

辺がベースになっているのは分かるんですが、

なぜそれをそのまま山之口陸上競技場に持って

いくのか。同じ大会を山之口陸上競技場で２回

するのであれば、持っていってもいいですけれ

ども、２回することはないのに、なぜそれを算

定基準にされたのでしょうか。

同じ規模の陸上競技○田中スポーツ振興課長

場が県内に２つあるということも県としても初

めてのことでありまして、県外の情報は調査さ

せていただいております。県内の状況というこ

とで参考となるものは、山之口陸上競技場にし

てみれば、県総合運動公園の陸上競技場のこれ

までの実績を踏まえるしかなかったというのが

現状でございます。

山之口陸上競技場につきましては、この県総

合運動公園の施設利用実績のうち、コロナ禍の

影響が少ないと考えられる令和４年の数値を参

考に、積算を行っております。また、利用実績

人数に対して宮崎市人口と都城市近辺、北諸、

西諸方面、曽於市、霧島市辺りの鹿児島県の人

口比率を掛けて設定しているというような提案

はいただいているところです。

曽於市とか都城市近辺の人口をか○図師委員

き集めて、宮崎市近郊の人口と何とか同じぐら

いなので、同じぐらいの利用率が考えられると

いうのは、全く説明にならないと思います。

だから、同じ大会を２か所で、年に２回する

ということであれば分かりますけれども、高校

総体を２回するのか、中体連を２回するのか

今、県の総合運動公園で一番利用数が多い─

のは高校総体だと思うんですけれども、それは

どっちかでするわけですよね。

同じ積算根拠で積算していることが間違って

いると思います 「山之口陸上競技場は山之口陸。

上競技場でプラスアルファあるから、この事業

計画ですよ」というのがこの時点から見えてい
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ないと、県の総合運動公園と同じ内容の規模だ

から、同じ利用率を見込みますというのは、全

く説得力がないと思うんですがいかがでしょう

か。

たしかに、この収支○田中スポーツ振興課長

ではなかなか見えづらいというところで、御指

摘のとおりのところはあると思います。

ただ、大きな考え方として、基本的には山之

口陸上競技場では県のメインとなる大会を今後

行っていく。そして、サッカーやラグビーの全

。国規模のものは山之口陸上競技場に誘致します

また、プロ野球等のキャンプ、合宿等は県の総

合運動公園とする。これまで県の総合運動公園

の陸上競技場は人気が高いと言いますか、県レ

ベルの大会で優先になっていたというところも

ございますので、例えば、競技団体のジュニア

の大会であるとか、宮崎地区の大会等が今後増

えてきて、今まで借用できなかった団体が入っ

てこられることは見込まれるかなと考えており

ます。そのあたりも含めてのすみ分けと言いま

すか、しっかり整理して取り組めればと考えま

す。

かみ合わないのはもう分かってい○図師委員

るんですが、この山之口陸上競技場の指定管理

、指定申請事業計画書の36～37ページを見ますと

今まで県スポーツ施設協会が主なイベントを支

。 、援した実績が出てきています 次のページには

都城市が今まで開催した事業実績が出てくるん

ですけれども、これは県の総合運動公園でやっ

ていたことですよね。こんなのがここに出てく

るのがやはりおかしくて、この事業実績が何で

山之口陸上競技場に出てくるのか。

都城市のほうの実績も、これは都城市内のど

こかの運動公園や陸上競技場とかでやっていた

ものがここに出てきています。どれを山之口陸

上競技場に移管して、移管したほかの空いた部

分がどこが埋めるのかというのが出てくればま

だしも、こんな実績がここに出てきたから、山

之口陸上競技場がそのまま会場になりますとい

う保証にも何にもなっていないですよね。

、このような資料が事業計画で出てきたときに

これはオリジナルではないじゃないかと、山之

口陸上競技場で何がしたいんですかというよう

なやり取りが、その審査会の中で出てきていた

んでしょうか。

それぞれの実績をこ○田中スポーツ振興課長

の資料で見ると、羅列してあるということで、

どうも分かりにくい。ただ資料として出ている

だけじゃないかというのも、本当に御指摘のと

おりだと思います。

、 、その中で 指定管理者としての思いとしては

ここにありますような実績 これまでのつな─

がり、大会経営のノウハウとか、団体等との誘

致の関係性とかを、しっかり取り込みながら先

ほど言いました大きな考え方の下、山之口陸上

競技場でブランド化できるような大きな大会と

か、全国規模のものを持っていきたいという思

いで、両方の実績を踏まえながら、運営できる

。ことがグループの強みでもあろうかと思います

昨日もあったんですけれども、何月にこの大

会をここでやりますとか、ここで必ずこれをや

りますとかいうのは、審査の段階では難しかっ

たと事務局としては捉えております。ここで可

決いただければ、今後、そこについては、今申

していますような考え方の下、山之口陸上競技

場ではこれをしっかりやる、県の総合運動公園

ではこちらというようなことを整理して、皆様

にもそういう色分けの部分もはっきり分かるよ

うにお示ししていければと考えております。

36ページの事業計画書の中の実績○図師委員
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を見ると、例えば、サンマリンスタジアムの読

売巨人軍のキャンプ、自転車競技場の日本スケ

ート協会の合宿、県体育館のバレーボールのこ

ととかが出てきているんですが、こんなのは山

之口陸上競技場では全く当てはまらないことで

す。ただ、この県スポーツ施設協会がやってき

たことを出しているだけであって、それを山之

口陸上競技場でどう利用するのか。複合的な誘

致の関係と言うけれども、陸上競技場で野球の

練習なんかするわけないから、せめて振り分け

可能な事業とかぐらいを、この事業計画の中に

出してくればいいのに、何でもかんでも上げて

いればいいわと、数だけ上げとけみたいな感じ

にしか映らないのが非常に残念で、そういう指

示ぐらいは、審査会の中でもされてよかったん

じゃないかなと思うんです。

本当に、今おっしゃ○田中スポーツ振興課長

るとおりだと思います。事前の資料提出の段階

、 、で 我々の御説明が足りなかったと考えますし

この時点で そういったところを もう一度しっ、 「

かり分かるような資料に」というようなところ

もできていなかったところは反省して、今後に

つなげていければと思います。

図師委員の御指摘にありまし○大東副教育長

た36ページの事業計画書につきましては、これ

は指定管理者として手を挙げられた事業者のこ

れまでの大会運営や実績を上げており、見出し

にありますとおり、運営能力があるかどうかと

。 、いうところでございます 個別の大会について

木花でやるのか、山之口陸上競技場でやるのか

という仕分けをするための例示というわけでは

ないということは御理解いただきたいと思いま

す。

今回の利用料収入の積算に当たりましても、

個別の大会について、これを一つ一つ積み上げ

て積算をしてというわけでは、確かにございま

せん。

ただ、先ほどスポーツ振興課長が申し上げま

したとおり、県内で行われている大規模大会

インターハイ、中体連とかについては、今─

後は山之口陸上競技場のほうで行います。それ

以外にもいろいろな大会がありますけれども、

競技団体の意向等もありますので、現段階で決

めるわけにいかないというのもあります。

したがいまして、今の木花の総合運動公園で

の陸上競技場の利用実績を発射台として、それ

からプラスアルファでどれだけ積み上げられて

いくかというところの努力の内容として この11、

ページにありますような効用を最大限に発揮す

るという部分 スポーツキャンプを誘致する─

でありますとか、大会を受けるとか、こういっ

た取組によって、さらに上積みの努力をしてい

く。その上積みできた分の半分については、県

の収入として返ってくるというつくりになって

いるということでございます。

ずっと話を聞いていて、違和感を○二見委員

、 、感じているんですが 皆さんは審査する立場で

この事業計画を審査して点数をつける人でしょ

う。

この理由の中で、最低基準を満たしていると

なっているけれども、どういう判断基準でこれ

だけの効果があるから、何点になったとか、そ

こ辺までどうやって審査したんですか。

いろいろなところが、審査している皆さん方

に対しての不信というか、大丈夫なのというと

ころがあるから、ここまで、延長してやってい

るわけです。この資料を見て 「自分たちがどう、

、 。いう判断をして どういうふうに採点しました

なぜなら、こういうところが読み取れるから」

と言わないといけないのです 「今までの実績だ。
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から、今度新しくやる事業はありません」とか

ではなくて、審査するときにそこを指摘しない

といけない。選定委員会や選定会議で、どんな

指摘をしたんですか。

どんな事業をして、ここに拠点を持ってくる

のかって、昨日から言われているように、今ま

で県総合運動公園でやっていた事業と、今度、

山之口陸上競技場でやる事業の仕分けもできて

、 、いないことが おかしいと思わないのかなって

そのあたりをどのように考えているんですか。

先ほど、スポーツ振興課長は、山之口陸上競

技場にメインを持ってくるというようなことを

言われたけれども、総合運動公園は事業が減り

ますよね。どう考えているんですか。どういう

穴埋めをするんですか。

２～３者入っていれば、比較対象ができたか

ら、まだよかったと思います。でも、あくまで

１者しかないんだから、これは主体的に皆さん

が軸を持って判断しないといけない案件です。

今までいろいろなやり取りしている中で、そこ

に対して甘いんじゃないのかと感じます。先ほ

どの補助金のことだって、委員に指摘されたよ

うなことは、審査の段階で終わっていないとい

、 。けない話が 今から確認するじゃないんですよ

違いますか。

委員がおっしゃると○田中スポーツ振興課長

おり、昨日から資料の説明とか、指定管理者側

の話になってしまって、審査をする者としての

視点での説明が足りなかったと受け止めており

ます。大変申し訳ございません。

その中で、今回、昨日からお話ししている中

で、選定委員会と会議では審査するという視点

で、その委員の方々にそれぞれの立場で気にな

るところを見ていただいております。利用者の

立場や協議団体の立場、公認会計士の立場それ

ぞれの立場で、大丈夫なのかということで見て

いただいております。

それを経まして、選定会議では、その視点を

しっかり確認ということで、このような意見が

出たんだけれども、それについて実際どうかと

いうことの最終チェックを行ったところです。

やはり、１団体だったというところが、おっ

しゃるような結果になってしまったと非常に反

省しております。昨日から出ておりますけれど

も、やはり周知とか募集の段階で、我々の努力

も足りなかったなと思いますし、今回、この１

団体でということはしっかり重く受け止めて、

今後 可決いただきましたら そこあたりもきっ、 、

ちり検討して、それから受けていただく指定管

理者にも自覚を持っていただくという部分は責

任を持って行いたいと考えます。

また、昨日も申しましたけれども、次回の指

定管理に向けては、２年間、または５年間、そ

れぞれございますので、今からそこの準備も含

めて真摯に取り組んでまいりたいと思います。

だから、違うんです。今回、判断○二見委員

する話です。２年後、５年後の話ではないんで

すよ。今回の判断が、適正だったというところ

。 、の説明になっていないじゃないですか これは

、 。今回 指定管理者を決める大きな話なんですよ

施設の運営、利活用していく上で、しっかり

審査をしたのかというところを さっきからずっ、

と言われているわけじゃないですか。

２年後、５年後の再審査に逃げるんじゃなく

て、今回の審査が本当に適正だったかどうかで

すよ。

次の期の説明をしま○田中スポーツ振興課長

して申し訳ございません。

ただ、先ほど申しましたけれども、選定委員

会と選定会議では、今後２年間、５年間、この
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団体が県の施設をしっかり管理できるのかとい

うところは、皆さん適正な目で見ていただいて

審査させていただいたと責任を持って御報告い

たします。

それは、もう何度も聞きました。○二見委員

先ほどからずっと、皆さんの答弁の仕方がこの

結論ありきになっているというところ、審査が

甘かったんじゃないかというところ、どんな指

摘があったのかという、具体的な話は出てこな

い。審査委員会で、どんな指摘したのかとか、

皆さんが採点するときに、どこがよくて、どこ

が悪くて、改善点があるのかとか、ここに諮る

前に全て出そろっているわけですよね。そこに

ついての説明は、全くないんですか。

我々は、これだけの追加資料を渡されて、主

なところをチェックしたわけです。それに対し

ても答えられなかったということは、どんな審

。査したのって思われてもおかしくないですよね

、○田中スポーツ振興課長 説明が足りませんで

申し訳ございません。

選定委員会で、実際に各委員の方々から出た

意見を御紹介させていただきますと、山之口陸

上競技場でいえば、県と市の施設を管理する職

員がそれぞれあるけれども、一体的に運営する

上で連携はとれるのかとか、運営面において柔

軟な対応は可能か、予約状況の重なり、リアル

タイムで更新できるのか、大会時に現場の管理

スタッフに、これをお願いしますといったとき

に、県と市の職員が違う人がいて、対応が遅れ

るのではないかとかが出ておりました。そのあ

たりについては、それぞれ判断をして、可能だ

というところで、適正という判断になっていま

す。

また、収支計画につきましては、昨日から出

てきていますけれども、利用料金の1,000万円と

いう金額は適正かというところ、また、今後５

か年の収支計画については、資材高騰、物価高

騰なども見込んだ金額になっているかというと

ころの確認はしております。

また、県総合運動公園では、県のスポーツ協

会は指定管理をする中でどのような役割を担っ

ているのか、収支計画書の利用料金算定の根拠

、 、 、を確認したいというようなこと また 水道代

光熱費と燃料費については、物価高騰等をしっ

かり見込んでいるのかというようなこと、あと

予約システムの見える化についても、こちらで

も出ております。

あと、収支予算の中の修繕料の内訳がないん

だけれども、修繕計画はあるのかというような

ところも出ております。

また、その委員会を受けまして、所管課であ

る我々が採点を行ったんですけれども、宮崎県

山之口陸上競技場スポーツ振興グループのほう

は、78.6点という点数をつけさせていただいて

います。県のスポーツ振興グループのほう

は、74.6点でつけさせていただいて、基準を満

たしていると判断したところです。

具体的にはそういったものを踏まえて、しっ

かり適正に審査を行いまして、この結果を今度

、 、は選定会議で この所管課の点数が正しいかと

、適正かというところを委員に見てもらいまして

そこの確認作業をきっちり行わせていただいて

おります。

利用料、お金のことについての話○二見委員

ばっかりだったなと思います 事業計画にもあっ。

たような大会誘致、さらなる活用について、委

員会からの指摘はなかったのでしょうか。この

選定委員会の人たちは、そういうことは考えて

いないのかなって思いますけれども、いかがで

しょうか。
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選定委員会は２回○田中スポーツ振興課長

行っておりまして、採点を行ったのは２回目で

ございます。１回目のときに、私が昨日から御

説明しているような県としての方向とか、考え

方は御説明した上で、判断していただくように

なっております。具体的に、この大会は山之口

陸上競技場で行うとか、そういう方向性をしっ

かり示したわけではございません。大きな考え

方として、これまでの県のナンバーワンの大会

であるとか、全国的な規模の大会は山之口陸上

競技場で開催し、木花のほうでは、先ほど申し

たようなほかの大会等をやることで、しっかり

すみ分けますので そのあたりも観点として持っ、

ていただきたいというところを話はして、観点

別の採点の点数でいいかというようなお話もし

た上で、その後２回目の会議で実際にプレゼン

を受けながら、採点を行うような流れで行って

おります。

資料９ページ、配点割合が出てい○二見委員

ます。これについて、２番目の「公の施設の効

用を最大限に発揮する事業計画」のところが34

点で 「事業計画を着実に実施するための管理運、

営能力」については42点ということで、大きい

、 、配点になっているわけなんだけれども 例えば

効用を最大限に発揮するというところの審査項

目のうち、利用者増の取組というところは１項

目だけであって、あとは苦情だったり、施設を

理解しているのかとか、業務の意欲、経営管理

の適格性です。審査する項目はいいんだけれど

も、最大限に発揮する事業計画として、割合的

にはどうなのかなというのも感じます。

ほとんど管理するばかりですが、最大限に発

揮するということは企画性ですよね。企画提案

といったところが割合として大きくなければな

らない項目 選定基準のところだと思うんだ─

けれども、その34点の中で何点ぐらいだったん

でしょうか。

、 、もう一つ 審査項目は６項目あるわけですが

６等分されたような配点なのか 「利用者増への。

取組に関する提案」というところで、どれくら

いの評価をされたのか、そこは教えていただけ

ますか。

具体的な審査基準の○田中スポーツ振興課長

配点なんですけれども、例えば、この２番目の

「 」公の施設の効用を最大限に発揮する事業計画

の34点というところに関しましては、１番目の

「利用者サービスの向上及び利用者増への取組

に関する提案」を12点 「利用者満足度の把握や、

、 」 、苦情・要望に対応 運営改善への反映 を４点

「 」 、施設の設置目的の理解と課題の認識 を４点

「指定管理者の業務に対する意欲」を４点 「施、

設等の維持管理の適格性」については８点 「そ、

の他」で２点というような形で、それぞれの大

項目に対して、細分化して採点を行ったという

状況でございます。

利用増に関する取組は100点のう○二見委員

ち12点しかないということですか。

点数配分は分かりましたけれども、教育委員

会は、利用者増の取組について、審査する力点

が12点分ではいけないんだと思うんですよね。

ほかの項目は、いわゆる総務管理的なところな

ので、間違いないようにしなければならないと

いうのは大事なポイントだとは思います。

審査する上で12点をつけるのに対して、利用

計画なり、今回特に総合運動公園と山之口陸上

。競技場に分かれるというところじゃないですか

運営の在り方とかについても十分に考えなけれ

ばならないことは、審査する前から考えておか

なければいけないですよね。実際には、今後、

県の方針としては こういう競技はこっちに持っ、
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てくるとかいうのはあるにしても、その辺は大

本の代表が県のスポーツ施設協会になるわけだ

し、点数はクリアしているけれども、審査とし

ては甘かったんじゃないのかなと、僕としては

言わざるを得ない。

これで、我々は可か否か選ばないといけない

わけで、今回の審査の正当性がどれくらいある

、のかなというのが求められるんだろうと思うし

今回指定管理者が決まるに当たって、どういう

新たな取組をしていくのかとか、今後の事業計

、画はこれはこれであるのかもしれないけれども

プラスアルファにつなげていけるようにしてい

かなければならないですよね。この計画どおり

にいけばいいということじゃないと思います。

自主事業とか見てみるけれども、例えば、山

之口陸上競技場の支出金は何百億円です。１年

間の自主事業での収入が1,000万円くらいであ

り、そのうちのほとんどが補助金で、これで自

主的にすばらしい利活用するような団体だと言

えるのでしょうか。しかもバックには都城市が

ついているような団体なわけですよね。

もっと細かく事業の内容を見ていくと、10人

ぐらいのイベントを県の陸上競技場でするん

しょう。県の陸上競技場を使った自主事業とし

て、本当に満足なんですかと。体育館や公園で

もできるようなものじゃないのかという疑問は

浮かばなかったのかなと思います。もちろん都

城市スポーツコミッションも、キャンプの誘致

とか、この事業だけじゃなくていろいろ頑張っ

ているのも分かります。あくまでもこの県の施

、設の利活用 県の陸上競技場だけじゃなくて─

その周りにも一種の運動場というか競技場があ

、 。るわけで 全体的なこともやらないといけない

、 、だから こういう計画を今回出したにしても

さらなる大きなものを考えていくとか そういっ、

たところが計画の中に入っていれば……。最終

的に、今までやってきた事業にプラスして施設

の希望に見合ったようなものを企画していくん

だとか、うたっていればいいのかなと思うんだ

けれども、そういう文言がない。となると、こ

れをやっていれば満足してしまうのかなと思い

ますが、それだと困ります。

こういうことは、審査するときにはしっかり

していかないといけない。決まってから言うん

じゃなくて、事前に言わなければならないこと

だと思います。

だからこそ 選定委員会並びに選定会議があっ、

て、ダブルスタンダードでチェックされるのか

もしれないけれども、そのチェックする内容は

団体の信頼性だけじゃなくて、活動の内容、見

、 、込み 外部人材を入れてとか言われるけれども

実際にどういうことを考えているのかなとか、

もう少し突っ込んだ審査があってしかるべき

だったと思います。

我々としては２つの○田中スポーツ振興課長

会議にしっかりした厳しさも持って臨んだつも

りでありましたけれども、今御指摘のとおり、

事前の説明だったりについて、反省もしており

ます。

ただ、代表となっている県スポーツ施設協会

につきましては、これまでの実績と、その都度

いろんなことにしっかり対応してきていただい

ているという信頼関係の下、受け止めた部分も

ございます。

それだけでは駄目だという御指摘もございま

すので、さらに今後そういった部分をしっかり

構築できていけるようには努力したいと考えま

す。

また、細かい事業をいろいろ見せかけだけで

という御指摘もございましたので、その積み上
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げをしっかり行うことが大事だと思いますし、

もっと広い視点も必要かなと思いますので、そ

のあたりを審査のほうで指摘をできなかった部

分につきましては、今後の取組の中で、きっち

りそういう視点も持って取り組んでいただくよ

うにはお願いといいますか、協議もしながら取

り組んでいきたいと考えます。

指定管理選定委員会の委員を選定○二見委員

する基準とかは、何かあるんですか。

委員の方は、このた○田中スポーツ振興課長

。めだけに委員を選定させていただいております

基準はあるんですか。○二見委員

それぞれの立場の方○田中スポーツ振興課長

ということで、収支のこともございますので公

、 、認会計士 利用者の立場で競技団体の代表の方

今後、ユニバーサルデザイン的な考え方も必要

かと考えましたので、障がい者スポーツ関係団

体の代表の方等に来ていただいております。そ

ういう選定の中で、それぞれの発言をしっかり

としていただける方を人選させていただいてお

ります。

委員の方は、民間なんでしょうけ○二見委員

れども、競技に偏っている気がします。今回、

いろいろ指摘されている中では、運営や企画を

する人たち、あとは大型スポーツ店の方でいろ

んな事業をしている人がいるのであれば、そう

いう人たちを入れるとか、もっと活性化につな

がるような人を入れる必要もあるのかなと思い

ました。５人という枠があるのであれば、なお

さらバランスを取る必要もあります。

、 、 、 、また 選定会議のほうは 教育長 副教育長

教育政策課長、スポーツ振興課長、人事課のほ

うが入っているということでした。それぞれの

見るべき視点というのを持ちながらやっている

んでしょうけれども、我々から指摘されるよう

なことがあるということは、自分がやらなけれ

ば、見なければならないところもだけれども、

５人でしっかり全体をバランスよく審査してい

く視点を持たせるというのも一つ必要だろうな

と思いました。

教育長は、教育行政のトップだから入らなけ

ればならないと思いますけれども、ほかの方々

の選定の仕方とかも一つ検討事項にも入るのか

なと感じたところです。

御指摘を重く受け止めさせてい○黒木教育長

ただきたいと思います。いつも私もジレンマを

抱えるところがございます。公益性ということ

を大事にしなければいけない。安全、安心、今

後さらに続くというようなことを視点として、

いつも持っております。

一方で、今回の議会の中でも山口議員から、

博物館の収益性の話をいただきました。収益と

いう視点も、今後博物館も古くなってまいりま

したので、維持していくためには必要な視点と

して考えの中に取り入れていかなければいけな

い。今回の場合も、まさしく今お話を聞きなが

らそのことをすごく考えておりました。

、木花の総合運動公園を管理している皆さんは

、年齢も大分入れ替わってはきたんですけれども

一緒に管理をしていく中、何度も暑い中頑張っ

てくださっている姿とかを見ていて思うんです

が、維持管理が中心になっていきます。もう少

し収益が上がれば、壁なんかもう少しきれいに

してやれるんだけれどもとか思うんです。

今回の場合につきましても、どうしても公益

性を見るもんですから、県で提案した最低限で

、 、できますかというところに 経験のある彼らは

厳しいけれどやりますよというところで差額が

ゼロという意味でございます。今回、山之口陸

、上競技場のほうに少し差額が出てきていますが
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未経験の部分もある中で収益をしっかり考えて

いきたい。補助金が入っていること、まさしく

そのとおりだなと思いながら、重く受け止めさ

せていただきたいと思います。

都城市としても、自分たちのノウハウだけで

はなかなか厳しいということもありまして、県

スポーツ施設協会のこれまでの知見をぜひ入れ

られないかというようなことなども御相談いた

だきました。県スポーツ施設協会が今回加わっ

た中には そういった部分も非常に大きいと思っ、

ております。

私たちのほうとしては、さらに一番ベースに

なる木花の総合運動公園のほうについては、民

間のほうへの働きかけもさせていただいており

ます。今後の維持管理には、今度テニスコート

ができるとさらに変わるから年度が区切ってあ

りますが、２年間の指定期間でございます。よ

、り一層民間の力が必要だと思っておりますので

それも御提案させていただいております。

さらにそういったノウハウをしっかり持って

いて、同様の施設を維持管理できている企業が

県内にいらっしゃるんです。そこにも働きかけ

させてもらっていますので、できるだけのこと

は精いっぱいやらせていただこうと思っており

ます。

それから、御指摘は本当にそのとおりだと思

いながら、重く受け止めさせていただきたいと

思います。御審議に時間をおかけさせてしまっ

たことを大変申し訳なく思います。

今回、県スポーツ施設協会がどち○二見委員

らも代表として入っているわけなんですけれど

も、その算定根拠になっている今までの電気代

などの費用があります。こういった基礎データ

というものは、県スポーツ施設協会が今まで運

営してきた実際のデータなので持っているのは

分かるんですけれども、ほかの人たちは分から

ないと思います。これは、公募しようとする人

たちに対して、基礎データとして提供している

のでしょうか。

現在のところ、基礎○田中スポーツ振興課長

データとして提供はしていないということに

なっております。

ほかのところも同じだと思うんで○二見委員

すけれども、手を挙げるときの格差になります

よね。新しくできるところは本当に見込みで算

定する必要があるのでしょうね。

今回の審査は、結果的に１団体○前屋敷委員

をそれぞれ審査するということになって、いろ

。いろ細かなやり取りもあったんだと思うんです

昨日の話の中では、木花の総合運動公園は３団

体、山之口陸上競技場は５団体の応募だったん

ですけれども、県が示された条件というのはか

なり高いハードルだったためなんでしょうか。

実際、説明会を聞き○田中スポーツ振興課長

に来られた団体が３団体であり、最終的に手を

挙げたのは１団体ということからの、今の御質

問だと認識します。

基本的には最低限といいますか 県としま─

しては、公益性という部分をクリアしていただ

くような提案になっておりますので、すごく難

しい基準と考えていなかったところです。今後

検証しないといけませんけれども、県の総合運

動公園であれば施設が広いとか、山之口陸上競

技場であれば未知の部分もございまして、応募

の段階で、手を挙げるハードルになってしまっ

たのかなと捉えております。

結果的に１団体をそれぞれが審○前屋敷委員

査をするということになったわけですよね。そ

うなりますと、そこにやっていただくしかない

ということになってしまうわけですよね。審査
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についてもいろいろ話も出ていましたけれども

甘くなってきたり、一定の基準があるから、そ

れは全てクリアしているという結論になってい

るんです。誰もが納得できるというか、中身も

含めて、より慎重な審査を必要としたと思いま

す。

基準をクリアしているというのは、お示しい

ただいたので分かるのですけれども、そこに至

るまでの内容を含めて、今後もそこは重要な教

訓にしていただきたいなと思うところです。誰

もが納得して、そこに任せられるということに

なるように、要望しておきたい。

それと、利用料金の設定のところで減免制度

がございます。県民誰もが県の施設を安心して

利用するという点では大事な取組だと思うんで

す プロスポーツキャンプについては アマチュ。「 、

アスポーツの使用料金を適用する」となってい

るんですけれども、今、スポーツランドみやざ

きでプロの合宿や試合を含めて誘致をされてい

るんですが、プロのチームが利用する場合は、

減免の対象として受け止めていいんですか。

プロスポーツについては、アマチュアと同額

で、減免の対象にしておられるという考え方な

のか、利用促進のためにこうしているのか、考

え方を聞かせてください。

プロスポーツ等で県○田中スポーツ振興課長

に来ていただくことが宮崎県の今後の施策とし

、て非常に重要な部分だとも考えておりますので

県の行政施策を補完する催しとして、プロスポ

ーツキャンプ等も受け入れているという考え方

でございますので、減免の対象としているとい

うことになっています。

プロスポーツによる利用は、通常の利用と比

、較して約10倍の料金設定となっておりますので

減免の額は、すごく大きくなってしまうという

のが現状でございます。

利用していただくというのは、○前屋敷委員

収益の問題だけではなくて、プロの方も含めて

使っていただいたほうがいいです。

、 、しかし 同じ競技場を利用するものとしては

この辺の考え方はどうなのかなと思うところで

すので、御検討いただければと思います。

委員からいただいた○田中スポーツ振興課長

御意見もできるところは反映できるように教育

委員会だけではなく部をまたいで、商工観光労

働部等ともしっかり協議を重ねていきたいと思

います。

また 前段でいただきました１団体だけになっ、

てしまったというところは、周知や募集などの

我々のほうの働きかけの部分も含めて、しっか

り取り組んでまいりたいと思います。

、○前屋敷委員 先ほど指定管理の事業の中身で

利益の２分の１は県のほうに入るというお話

だったんですけれども、県プールのＰＦＩ事業

については、性質が違うのかなと思うんです。

民間の方が経営して、大いに利益率を目標とし

て事業を行うという点では、どのように考えて

おられるのか聞かせてください。

県プールのひなたメ○田中スポーツ振興課長

ドレー株式会社について、利用料金収入の見込

額を超える場合は、年度で確認しながらになろ

うかと思いますけれども、その超過した30％分

を次の指定管理料から減額するということで設

定してあります。

公益財団法人宮崎県スポーツ○下沖副委員長

施設協会は、代表団体の地元雇用が98％になっ

ています。構成団体、代表団体も１人ずつ外部

から入っていますけれども、この方の役職があ

れば教えてもらいたい。

あと、公益財団法人であるため、自主事業と
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かで稼ぐということが難しかったりもするのか

なと思いました。この公益財団法人スポーツ施

設協会が管理の部分のノウハウを全部持ってい

ますので、運営と自主事業を別で委託してもい

いのかなと思います。検討していただきたいな

と。

自主事業とかを見ながら２年間やってみて、

そういうのを分けてあげたほうが自主事業とか

がしやすいのかなと思いました。

２つ目の御意見です○田中スポーツ振興課長

けれども、今回、委託で管理の技術的なところ

とかなどで、マーケティングについても、委員

に言っていただいたとおり、自主事業の部分で

大いに活用させていただければというところも

ございますので、今後、ぜひそのような方向で

も、協議を重ねてみたいと考えます。

あと１つ目につきましては、少しお時間をい

ただければと思います。

ひなたフェス2024もあり、あ○下沖副委員長

れだけ人も集まって収益も上がりました。管理

には優れているけれども、イベントとかでの施

設のフル活用ができていなかったのかなと思い

ます。

外部や民間からのアイデアとか収益性を上げ

るための部分で、総合運動公園もほかのところ

もですけれども、管理と運営を分けてあげたほ

うが、民間は手を挙げると思います。多角的な

参入ができるようにしていくのが、いいのかな

と思いますので、よろしくお願いします。

先ほどの雇用の県外○田中スポーツ振興課長

の分は、把握ができておりません。この常任委

員会の中でのお伝えのほうがよろしいでしょう

か。

、○下沖副委員長 外部から１名入っていたので

この宮崎県スポーツ施設協会の上部団体から出

向しているのかなと思いました。資料でもらえ

たらお願いします。

しっかり精査して情○田中スポーツ振興課長

報提供いたします。

山之口陸上競技場もですが、県大○図師委員

会を延岡市にとか、今まで宮崎市に集約してい

た施設を分散させて、それぞれ分散した地域の

活性化を図るという戦略的な発想は知事の肝煎

りだったと思う。宮崎市内だけでは人が集中し

てしまうことを避けるために、二巡目の国スポ

、を契機にという話だったと思うんですけれども

スポーツ振興課長を中心に、分散させたはいい

が、そこを活性化するにはどうしたらいいのか

働かれているのは重々分かります。

知事は、このことに関して、国スポまでの何

、らかの指示は出されているんでしょうけれども

知事なりのビジョンを皆さんたちと一緒にディ

スカッションしたりとか、山之口は確認してこ

うしたいんだ、延岡市は体育館を確認してこう

したいんだとか、プールを利用してこうしたい

んだみたいな意見交換はされていますか。

、○田中スポーツ振興課長 今の御指摘の部分は

御承知のとおり、宮崎国スポ・障スポ局もあり

まして、そちらのほうでイベントに向けた施設

利用も含めてやっておりますけれども、知事に

改めて確認させていただく場とかに、教育委員

会も入りまして知事が先ほど言われました「肝

煎り」と言われたところを発言される場もあっ

て、県の組織全体で同じ方向性を向いてやって

いこうという気持ちで取り組んでおります。

知事は、本会議の答弁でも、国ス○図師委員

ポの取組やそれ以降の宮崎県の活性化を全国の

モデルにしたいんだとか、レガシーにするんだ

とか、そういうワードが出てくるんですけれど

も、実際は皆さんたちが、それを運営する側
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それを年次的に計画を立てる、指定管理者─

の方々とやり取りするわけです。汗をかいて、

涙流されているのは皆さんたちなのに、知事は

そのあたりの現場の熱意、苦労というのを理解

されているのかなと思いました。

国スポが終わってからが心配なので、知事は

最高責任者なんですからもっと責任を持って、

陸上競技場には、私が２チームほどプロチーム

、の定期的なキャンプを引っ張ってきますよとか

それぐらいのリーダーシップがあってほしいん

です。その方向性に向かって皆さんたちも一緒

にやっていこうとか このプロチームをターゲッ、

トにしてみんなで誘致しようとかいうのがあっ

たらいいなと思いました。皆さんたち現場と旗

振り役だった知事との乖離というのが非常に最

近よく見えてくるなと思うんですけれども、教

育長いかがですか。

今年のＳＡＧＡ国スポには、知○黒木教育長

事も行っていただくことになりまして、非常に

私たちも喜んだところです。

一緒に視察もさせてもらいました。バレーボ

ール競技でしたけれども、知事は隣に座ってい

らっしゃって、選手一人一人に非常に関心が高

くて、一緒になって大会の中で拳を振り、一番

元気に応援をなされていたと思います。

。夜も食事をさせていただく機会がありました

スタッフがたくさんいる中に来られまして、そ

こでも宮崎県をどうしようという話ばかりして

おりました。どこが大事なのか、冬の競技を頑

張らないと点数が取れないんですという話を私

たちはさせてもらいましたが、そんな現実的な

話をさせていただく非常にいい機会が今年ござ

いました。

今後、私たちも知事と本会議など○図師委員

でやり取りするときに、国スポ以降どうするん

だというのをどんどん詰めていきたいと思いま

すので、知事のそういう情熱があれば引き出し

ていきたいなと思っています 現場の方も頑張っ。

ていただければと思います。

よろしいですか。○重松委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、これで終了させてい○重松委員長

ただきたいと思います。

以上をもって教育委員会を終了いたします。

執行部の皆さん、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時21分休憩

午前11時23分再開

それでは、委員会を再開いたし○重松委員長

ます。

、採決の時間は午後１時30分としたいのですが

よろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○重松委員長

します。

その他、何かありませんでしょうか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

採決を午後１時30分から行いた○重松委員長

いと思いますので、以上をもちまして午前の委

員会を終わります。

暫時休憩いたします。

午前11時25分休憩

午後１時30分再開

委員会を再開いたします。○重松委員長

本日の委員会に２名の傍聴の申出がありまし

たので、これを認めることといたしました。

傍聴される皆様にお願いいたします。傍聴人

は受付の際にお渡ししました傍聴人の守るべき



- 57 -

令和６年12月５日(木)

事項にありますとおり、声を出したり拍手をし

たりすることはできません。当委員会の審査を

円滑に進めるため静かに傍聴してください。

また、傍聴に関する指示には速やかに従って

いただくようにお願いいたします。

では、議案等の採決を行いますが、採決の前

に賛否も含め御意見をお願いいたします。

暫時休憩いたします。

午後１時31分休憩

午後１時32分再開

委員会を再開いたします。○重松委員長

それでは、採決を行います。

採決につきましては、議案ごとがよろしいで

しょうか、一括がよろしいでしょうか。

〔 議案ごとでお願いします」と呼ぶ者あ「

り〕

それでは、議案により賛否が分かれておりま

すので、まず議案第20号について採決を行いま

す。

議案第20号について、原案のとおり可決する

ことに賛成の方の挙手をお願いいたします。

〔賛成者挙手〕

賛成多数でございますので、可○重松委員長

決するべきものと決定いたしました。

、 、 、 、次に 議案第１号 議案第５号 議案第18号

議案第19号 議案第23号 議案第26号 議案第27、 、 、

号、議案第28号、議案第29号、議案第32号の各

号議案について一括して採決いたします。

各号議案等につきましては、原案のとおり可

決することに御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。よって、○重松委員長

議案第１号 議案第５号 議案第18号 議案第19、 、 、

号、議案第23号、議案第26号、議案第27号、議

案第28号、議案第29号、議案第32号につきまし

ては、原案のとおり可決すべきものと決定いた

しました。

それでは、次に、請願第12号「宮崎県下の公

立小中学校の教育条件改善を求める請願につい

て」でありますが、この請願の取扱いも含め御

意見をお願いいたします。

暫時休憩します。

午後１時34分休憩

午後１時37分再開

委員会再開いたします。○重松委員長

請願第12号については、採決との意見がござ

いますので、お諮りいたします。

この際、請願を採決することに御異議ありま

せんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、請願第12号の賛否を○重松委員長

お諮りしたいと思います。

請願第12号について、採択すべきものとする

ことに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

挙手少数。○重松委員長

よって、請願第12号は不採択とすることに決

定をいたしました。

、 。次に 委員長報告骨子案についてであります

委員長報告の項目及び内容について御要望等は

ありませんか。

暫時休憩します。

午後１時38分休憩

午後１時43分再開

委員会を再開いたします。○重松委員長

それでは、委員長報告につきましては、ただ

いまの御意見等を参考にしながら正副委員長に
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御一任いただくことで御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○重松委員長

す。

次に、閉会中の継続調査についてお諮りいた

します。教育及び警察行政の推進並びに公営企

業の経営に関する調査については、継続調査と

いたしたいと思いますが御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

御異議ありませんので、この旨○重松委員長

議長に申し出ることといたします。

次に、１月23日木曜日に予定されております

閉会中の委員会につきまして、御意見を伺いた

いと思います。

暫時休憩します。

午後１時44分休憩

午後１時47分再開

委員会を再開いたします。○重松委員長

、 。それでは そのような御意見を参考にします

それでは、１月23日の閉会中の委員会につき

ましては、正副委員長に御一任いただくことで

よろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○重松委員長

す。

その他、何かありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

何もないようですので、以上で○重松委員長

委員会を閉会いたします。

委員の皆様お疲れさまでした。

午後１時47分閉会
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